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(57)【要約】
双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送
するための方法およびシステムが、提示される。２人の
ユーザが、メディアアセットを消費し得る。双方向特徴
をアクティブ化するためのコマンドの受信に応じて、双
方向特徴をアクティブ化しなかったユーザがメディアア
セットに関心があるかどうかの判定が行われる。その判
定に応じて、タイマが、アクティブ化され、双方向特徴
がアクティブである時間量を追跡し、閾値期間が満たさ
れたかどうか判定が行われる。いったん閾値期間が満た
されると、双方向特徴をアクティブ化したユーザと関連
付けられたデバイスが、識別され、ユーザは、双方向特
徴をデバイスに転送するようにプロンプトされる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　方法であって、
　同一ユーザ機器から第２のユーザとともにメディアアセットを消費している第１のユー
ザから、前記第１のデバイス上で双方向特徴をアクティブ化するためのコマンドを受信す
るステップであって、双方向特徴のアクティブ化は、前記同一ユーザ機器からのメディア
アセットの消費を中断させる、ステップと、
　前記双方向特徴をアクティブ化するためのコマンドの受信に応答して、前記第２のユー
ザが前記メディアアセットに関心がある場合、タイマを始動させるステップと、
　前記タイマが閾値時間量を超えることの判定に応答して、前記第１のユーザに、前記双
方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送する選択可能オプションを
プロンプトするステップと
　を含む、方法。
【請求項２】
　双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送するための方法であって、前記
方法は、
　第１のユーザおよび第２のユーザが第１のデバイス上でメディアアセットを消費してい
ることを検出するステップと、
　前記第２のユーザから、前記第１のデバイス上で双方向特徴をアクティブ化するための
コマンドを受信し、それによって、前記第１のユーザによる前記メディアアセットの消費
を中断させるステップと、
　前記双方向特徴をアクティブ化するためのコマンドの受信に応答して、
　　前記第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイルのデータと前記メディアアセ
ットのメタデータを比較し、前記メディアアセットが前記第１のユーザにとって関心があ
るかどうかを判定するステップと、
　　前記比較に基づいて、前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１
のプロファイルのデータに合致することを判定するステップと、
　前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータ
に合致することの判定に応答して、
　　前記双方向特徴が前記第１のデバイス上でアクティブである期間を追跡するタイマを
アクティブ化するステップと、
　　前記双方向特徴がアクティブである期間が閾値を上回ることを判定するステップと、
　前記期間が前記閾値を上回ることの判定に応答して、
　　前記第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別するステップと、
　　前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイス
に転送する選択可能オプションをプロンプトするステップと
　を含む、方法
【請求項３】
　前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータ
に合致しないことの判定に応答して、前記タイマをアクティブ化することを止め、前記第
２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送する
選択可能オプションをプロンプトすることを止めるステップをさらに含む、請求項２に記
載の方法。
【請求項４】
　前記第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイル内のデータに基づいて、前記第
１のユーザが前記双方向特徴に関心があることを判定するステップと、
　前記判定に基づいて、前記閾値を増加させるステップと
　をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　前記第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別するステップは、
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　複数のアクセス可能デバイスを検出するステップと、
　前記第２のユーザと関連付けられた第２のユーザプロファイルに基づいて、前記複数の
アクセス可能デバイスのうちのデバイスが前記第２のユーザと関連付けられることを判定
するステップと、
　前記デバイスを前記第２のデバイスとして識別するステップと
　を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに
転送する選択可能オプションをプロンプトするステップは、前記第２のデバイス上で前記
第２のユーザにプロンプトするステップを含む、請求項２に記載の方法。
【請求項７】
　前記閾値を生成するステップと、
　前記閾値を前記第１のプロファイル内に記憶するステップと、
　前記閾値を前記第１のプロファイルから読み出すステップと
　をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　前記閾値を生成するステップは、
　前記第１のユーザによって現在消費されているメディアが広告によって中断されている
ことを判定するステップと、
　前記第１のユーザが前記広告を無視し始めたことを検出するステップと、
　前記メディアが前記広告によって中断された第１の時間と前記第１のユーザが前記広告
を無視し始めた第２の時間との間の期間に基づいて、前記閾値を生成するステップと
　を含む、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記選択可能オプションのユーザ選択を受信するステップと、
　前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送するステップと、
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出するステップと、
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることの検出に応答して、表示
のために、前記双方向特徴を前記第２のデバイスから前記第１のデバイスに逆転送する選
択可能オプションを生成するステップと
　をさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出するステップは、
　前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていないことを検出するステップ
と、
　前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていない期間を追跡するタイマを
アクティブ化するステップと、
　前記タイマに基づいて、前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていない
期間が閾値を上回ることを判定するステップと、
　前記判定に基づいて、前記ユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出す
るステップと
　を含む、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに
転送するようにプロンプトするステップは、
　複数のアクセス可能デバイスを検出するステップと、
　前記複数のアクセス可能デバイスのうちの第１のアクセス可能デバイスが前記第１のユ
ーザと関連付けられることを判定するステップと、
　前記第１のアクセス可能デバイス上での表示のために、前記双方向特徴を前記第１のア
クセス可能デバイスに転送するプロンプトを生成するステップと
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　を含む、請求項２に記載の方法。
【請求項１２】
　双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送するためのシステムであって、
前記システムは、制御回路を備え、前記制御回路は、
　第１のユーザおよび第２のユーザが第１のデバイス上でメディアアセットを消費してい
ることを検出することと、
　前記第２のユーザから、前記第１のデバイス上で双方向特徴をアクティブ化するための
コマンドを受信し、それによって、前記第１のユーザによる前記メディアアセットの消費
を中断させることと、
　前記双方向特徴をアクティブ化するためのコマンドの受信に応答して、
　　前記第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイルのデータと前記メディアアセ
ットのメタデータを比較し、前記メディアアセットが前記第１のユーザにとって関心があ
るかどうかを判定することと、
　前記比較に基づいて、前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１の
プロファイルのデータに合致することを判定することと、
　前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータ
に合致することの判定に応答して、
　　前記双方向特徴が前記第１のデバイス上でアクティブである期間を追跡するタイマを
アクティブ化することと、
　　前記双方向特徴がアクティブである期間が閾値を上回ることを判定することと、
　前記期間が前記閾値を上回ることの判定に応答して、
　　前記第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別することと、
　　前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイス
に転送する選択可能オプションをプロンプトすることと
　を行うように構成される、システム。
【請求項１３】
　前記制御回路はさらに、
　前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータ
に合致しないことの判定に応答して、前記タイマをアクティブ化することを止め、前記第
２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送する
選択可能オプションをプロンプトすることを止める
　ように構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記制御回路はさらに、
　前記第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイル内のデータに基づいて、前記第
１のユーザが前記双方向特徴に関心があることを判定することと、
　前記判定に基づいて、前記閾値を増加させることと
　を行うように構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記制御回路は、前記第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別するとき、
　　複数のアクセス可能デバイスを検出することと、
　　前記第２のユーザと関連付けられた第２のユーザプロファイルに基づいて、前記複数
のアクセス可能デバイスのうちのデバイスが前記第２のユーザと関連付けられることを判
定することと、
　　前記デバイスを前記第２のデバイスとして識別することと
　を行うように構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記制御回路はさらに、前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスか
ら前記第２のデバイスに転送する選択可能オプションをプロンプトするとき、前記第２の
ユーザに、前記第２のデバイス上でプロンプトするように構成される、請求項１２に記載
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のシステム。
【請求項１７】
　前記制御回路はさらに、
　前記閾値を生成することと、
　前記閾値を前記第１のプロファイル内に記憶することと、
　前記閾値を前記第１のプロファイルから読み出すことと、
　を行うように構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記制御回路はさらに、前記閾値を生成するとき、
　前記第１のユーザによって現在消費されているメディアが広告によって中断されている
ことを判定することと、
　前記第１のユーザが前記広告を無視し始めたことを検出することと、
　前記メディアが前記広告によって中断された第１の時間と前記第１のユーザが前記広告
を無視し始めた第２の時間との間の期間に基づいて、前記閾値を生成することと
　を行うように構成される、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記制御回路はさらに、
　前記選択可能オプションのユーザ選択を受信することと、
　前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送することと、
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出することと、
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることの検出に応答して、表示
のために、前記双方向特徴を前記第２のデバイスから前記第１のデバイスに逆転送する選
択可能オプションを生成することと
　を行うように構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記制御回路はさらに、前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していること
を検出するとき、
　　前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていないことを検出することと
、
　　前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていない期間を追跡するタイマ
をアクティブ化することと、
　　前記タイマに基づいて、前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていな
い期間が閾値を上回ることを判定することと、
　　前記判定に基づいて、前記ユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出
することと
　を行うように構成される、請求項１９に記載のシステム。
【請求項２１】
　前記制御回路はさらに、前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスか
ら前記第２のデバイスに転送するようにプロンプトするとき、
　　複数のアクセス可能デバイスを検出することと、
　　前記複数のアクセス可能デバイスのうちの第１のアクセス可能デバイスが前記第１の
ユーザと関連付けられることを判定することと、
　　前記第１のアクセス可能デバイス上での表示のために、前記双方向特徴を前記第１の
アクセス可能デバイスに転送するプロンプトを生成することと
　を行うように構成される、請求項１２に記載のシステム。
【請求項２２】
　双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送するためのシステムであって、
前記システムは、
　第１のユーザおよび第２のユーザが第１のデバイス上でメディアアセットを消費してい
ることを検出するための手段と、
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　前記第２のユーザから、前記第１のデバイス上で双方向特徴をアクティブ化するための
コマンドを受信し、それによって、前記第１のユーザによる前記メディアアセットの消費
を中断させるための手段と、
　前記双方向特徴をアクティブ化するためのコマンドの受信に応答して、
　　前記第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイルのデータと前記メディアアセ
ットのメタデータを比較し、前記メディアアセットが前記第１のユーザにとって関心があ
るかどうかを判定するための手段と、
　　前記比較に基づいて、前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１
のプロファイルのデータに合致することを判定するための手段と、
　前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータ
に合致することの判定に応答して、
　　前記双方向特徴が前記第１のデバイス上でアクティブである期間を追跡するタイマを
アクティブ化するための手段と、
　　前記双方向特徴がアクティブである期間が閾値を上回ることを判定するための手段と
、
　前記期間が前記閾値を上回ることの判定に応答して、
　　前記第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別するための手段と、
　　前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイス
に転送する選択可能オプションをプロンプトするための手段と
　を備える、システム
【請求項２３】
　前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータ
に合致しないことの判定に応答して、前記タイマをアクティブ化することを止め、前記第
２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送する
選択可能オプションをプロンプトすることを止めるための手段をさらに備える、請求項２
２に記載のシステム。
【請求項２４】
　前記第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイル内のデータに基づいて、前記第
１のユーザが前記双方向特徴に関心があることを判定するための手段と、
　前記判定に基づいて、前記閾値を増加させるための手段と
　をさらに備える、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２５】
　前記第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別するための手段は、
　複数のアクセス可能デバイスを検出するための手段と、
　前記第２のユーザと関連付けられた第２のユーザプロファイルに基づいて、前記複数の
アクセス可能デバイスのうちのデバイスが前記第２のユーザと関連付けられることを判定
するための手段と、
　前記デバイスを前記第２のデバイスとして識別するための手段と
　を備える、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２６】
　前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに
転送する選択可能オプションをプロンプトするための手段は、前記第２のデバイス上で前
記第２のユーザにプロンプトするための手段を備える、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２７】
　前記閾値を生成するための手段と、
　前記閾値を前記第１のプロファイル内に記憶するための手段と、
　前記閾値を前記第１のプロファイルから読み出すための手段と
　をさらに備える、請求項２２に記載のシステム。
【請求項２８】
　前記閾値を生成するための手段は、
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　前記第１のユーザによって現在消費されているメディアが広告によって中断されている
ことを判定するための手段と、
　前記第１のユーザが前記広告を無視し始めたことを検出するための手段と、
　前記メディアが前記広告によって中断された第１の時間と前記第１のユーザが前記広告
を無視し始めた第２の時間との間の期間に基づいて、前記閾値を生成するための手段と
　を備える、請求項２７に記載のシステム。
【請求項２９】
　前記選択可能オプションのユーザ選択を受信するための手段と、
　前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送するための手段と
、
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出するための手段と
、
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることの検出に応答して、表示
のために、前記双方向特徴を前記第２のデバイスから前記第１のデバイスに逆転送する選
択可能オプションを生成するための手段と
　をさらに備える、請求項２２に記載のシステム。
【請求項３０】
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出するための手段は
、
　前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていないことを検出するための手
段と、
　前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていない期間を追跡するタイマを
アクティブ化するための手段と、
　前記タイマに基づいて、前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていない
期間が閾値を上回ることを判定するための手段と、
　前記判定に基づいて、前記ユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出す
るための手段と
　を備える、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
　前記第２のユーザに、双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送
するようにプロンプトするための手段は、
　複数のアクセス可能デバイスを検出するための手段と、
　前記複数のアクセス可能デバイスのうちの第１のアクセス可能デバイスが前記第１のユ
ーザと関連付けられることを判定するための手段と、
　前記第１のアクセス可能デバイス上での表示のために、前記双方向特徴を前記第１のア
クセス可能デバイスに転送するプロンプトを生成するための手段と
　を備える、請求項２２に記載のシステム。
【請求項３２】
　メモリを備える非一過性機械可読媒体であって、前記メモリは、双方向特徴を第１のデ
バイスから第２のデバイスに転送するための前記メモリ上にエンコードされた命令を有し
、前記命令は、
　第１のユーザおよび第２のユーザが第１のデバイス上でメディアアセットを消費してい
ることを検出するための命令と、
　前記第２のユーザから、前記第１のデバイス上で双方向特徴をアクティブ化するための
コマンドを受信し、それによって、前記第１のユーザによる前記メディアアセットの消費
を中断させるための命令と、
　前記双方向特徴をアクティブ化するためのコマンドの受信に応答して、
　　前記第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイルのデータと前記メディアアセ
ットのメタデータを比較し、前記メディアアセットが前記第１のユーザにとって関心があ
るかどうかを判定するための命令と、
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　　前記比較に基づいて、前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１
のプロファイルのデータに合致することを判定するための命令と、
　前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータ
に合致することの判定に応答して、
　　前記双方向特徴が前記第１のデバイス上でアクティブである期間を追跡するタイマを
アクティブ化するための命令と、
　　前記双方向特徴がアクティブである期間が閾値を上回ることを判定するための命令と
、
　前記期間が前記閾値を上回ることの判定に応答して、
　　前記第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別するための命令と、
　　前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイス
に転送する選択可能オプションをプロンプトするための命令と
　を備える、非一過性機械可読媒体。
【請求項３３】
　前記命令はさらに、
　前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータ
に合致しないことの判定に応答して、前記タイマをアクティブ化することを止め、前記第
２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送する
選択可能オプションをプロンプトすることを止めるための命令
　を備える、請求項３２に記載の非一過性コンピュータ可読媒体。
【請求項３４】
　前記命令はさらに、
　前記第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイル内のデータに基づいて、前記第
１のユーザが前記双方向特徴に関心があることを判定するための命令と、
　前記判定に基づいて、前記閾値を増加させるための命令と
　を備える、請求項３２に記載の非一過性機械可読媒体。
【請求項３５】
　前記第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別するための命令は、
　複数のアクセス可能デバイスを検出するための命令と、
　前記第２のユーザと関連付けられた第２のユーザプロファイルに基づいて、前記複数の
アクセス可能デバイスのうちのデバイスが前記第２のユーザと関連付けられることを判定
するための命令と、
　前記デバイスを前記第２のデバイスとして識別するための命令と
　を備える、請求項３２に記載の非一過性機械可読媒体。
【請求項３６】
　前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに
転送する選択可能オプションをプロンプトするための命令は、前記第２のデバイス上で前
記第２のユーザにプロンプトするための命令を備える、請求項３２に記載の非一過性機械
可読媒体。
【請求項３７】
　前記命令はさらに、
　前記閾値を生成するための命令と、
　前記閾値を前記第１のプロファイル内に記憶するための命令と、
　前記閾値を前記第１のプロファイルから読み出すための命令と
　を備える、請求項３２に記載の非一過性機械可読媒体。
【請求項３８】
　前記閾値を生成するための命令は、
　前記第１のユーザによって現在消費されているメディアが広告によって中断されている
ことを判定するための命令と、
　前記第１のユーザが前記広告を無視し始めたことを検出するための命令と、
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　前記メディアが前記広告によって中断された第１の時間と前記第１のユーザが前記広告
を無視し始めた第２の時間との間の期間に基づいて、前記閾値を生成するための命令と
　を備える、請求項３７に記載の非一過性機械可読媒体。
【請求項３９】
　前記命令はさらに、
　前記選択可能オプションのユーザ選択を受信するための命令と、
　前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送するための命令と
、
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出するための命令と
、
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることの検出に応答して、表示
のために、前記双方向特徴を前記第２のデバイスから前記第１のデバイスに逆転送する選
択可能オプションを生成するための命令と
　を備える、請求項３２に記載の非一過性機械可読媒体。
【請求項４０】
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出するための命令は
、
　前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていないことを検出するための命
令と、
　前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていない期間を追跡するタイマを
アクティブ化するためのための命令と、
　前記タイマに基づいて、前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていない
期間が閾値を上回ることを判定するための命令と、
　前記判定に基づいて、前記ユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出す
るための命令と
　を備える、請求項３９に記載の非一過性機械可読媒体。
【請求項４１】
　前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに
転送するようにプロンプトするための命令は、
　複数のアクセス可能デバイスを検出するための命令と、
　前記複数のアクセス可能デバイスのうちの第１のアクセス可能デバイスが前記第１のユ
ーザと関連付けられることを判定するための命令と、
　前記第１のアクセス可能デバイス上での表示のために、前記双方向特徴を前記第１のア
クセス可能デバイスに転送するプロンプトを生成するための命令と
　を備える、請求項３２に記載の非一過性機械可読媒体。
【請求項４２】
　双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送するための方法であって、前記
方法は、
　第１のユーザおよび第２のユーザが第１のデバイス上でメディアアセットを消費してい
ることを検出するステップと、
　前記第２のユーザから、前記第１のデバイス上で双方向特徴をアクティブ化するための
コマンドを受信し、それによって、前記第１のユーザによる前記メディアアセットの消費
を中断させる、ステップと、
　前記双方向特徴をアクティブ化するためのコマンドの受信に応答して、前記メディアア
セットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータに合致することを
判定するステップと、
　前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータ
に合致することの判定に応答して、前記双方向特徴がアクティブである期間が閾値を上回
ることを判定するステップと、
　前記期間が前記閾値を上回ることの判定に応答して、前記第２のユーザに、前記双方向
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特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送する選択可能オプションをプロ
ンプトするステップと
　を含む、方法。
【請求項４３】
　前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータ
に合致しないことの判定に応答して、前記タイマをアクティブ化することを止め、前記第
２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送する
選択可能オプションをプロンプトすることを止めるステップをさらに含む、請求項４２に
記載の方法。
【請求項４４】
　前記メディアアセットと関連付けられたメタデータが前記第１のプロファイルのデータ
に合致することを判定するステップは、
　前記第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイルのデータと前記メディアアセッ
トのメタデータを比較し、前記メディアアセットが前記第１のユーザにとって関心がある
かどうかを判定するステップ
　を含む、請求項４２または４３のいずれかに記載の方法。
【請求項４５】
　前記第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別するステップをさらに含み、
前記第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別するステップは、
　複数のアクセス可能デバイスを検出するステップと、
　前記第２のユーザと関連付けられた第２のユーザプロファイルに基づいて、前記複数の
アクセス可能デバイスのうちのデバイスが前記第２のユーザと関連付けられることを判定
するステップと、
　前記デバイスを前記第２のデバイスとして識別するステップと
　によって行われる、請求項４２－４４のいずれかに記載の方法。
【請求項４６】
　前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに
転送する選択可能オプションをプロンプトするステップは、前記第２のデバイス上で前記
第２のユーザにプロンプトするステップを含む、請求項４２－４５のいずれかに記載の方
法。
【請求項４７】
　前記双方向特徴がアクティブである期間が閾値を上回ることを判定するステップは、
　前記双方向特徴が前記第１のデバイス上でアクティブである期間を追跡するタイマをア
クティブ化するステップ
　を含む、請求項４２－４６のいずれかに記載の方法。
【請求項４８】
　前記閾値を生成するステップをさらに含み、前記閾値を生成するステップは、
　前記第１のユーザによって現在消費されているメディアが広告によって中断されている
ことを判定するステップと、
　前記第１のユーザが前記広告を無視し始めたことを検出するステップと、
　前記メディアが前記広告によって中断された第１の時間と前記第１のユーザが前記広告
を無視し始めた第２の時間との間の期間に基づいて、前記閾値を生成するステップと
　によって行われる、請求項４２－４７のいずれかに記載の方法。
【請求項４９】
　前記選択可能オプションのユーザ選択を受信するステップと、
　前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに転送するステップと、
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出するステップと、
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることの検出に応答して、表示
のために、前記双方向特徴を前記第２のデバイスから前記第１のデバイスに逆転送する選
択可能オプションを生成するステップと
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　をさらに含む、請求項４２－４８のいずれかに記載の方法。
【請求項５０】
　前記第１のユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出するステップは、
　前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていないことを検出するステップ
と、
　前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていない期間を追跡するタイマを
アクティブ化するステップと、
　前記タイマに基づいて、前記ユーザの眼が前記メディアアセットの方向に向いていない
期間が閾値を上回ることを判定するステップと、
　前記判定に基づいて、前記ユーザが前記メディアアセットを無視していることを検出す
るステップと
　を含む、請求項４９に記載の方法。
【請求項５１】
　前記第２のユーザに、前記双方向特徴を前記第１のデバイスから前記第２のデバイスに
転送するようにプロンプトするステップは、
　複数のアクセス可能デバイスを検出するステップと、
　前記複数のアクセス可能デバイスのうちの第１のアクセス可能デバイスが前記第１のユ
ーザと関連付けられることを判定するステップと、
　前記第１のアクセス可能デバイス上での表示のために、前記双方向特徴を前記第１のア
クセス可能デバイスに転送するプロンプトを生成するステップと
　を含む、請求項４２－５０のいずれかに記載の方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２０１６年７月１日に出願された米国特許出願第１５／２００，６３８号から
の優先権の利益を主張するものであり、その内容は、全体が参照により本明細書中に援用
される。
【背景技術】
【０００２】
　人々は、多くの場合、メディアコンテンツを他者とともに消費する。例えば、夫婦がＴ
Ｖをともに鑑賞したり、友人がともに集まり、スポーツイベントをテレビ上で観戦したり
する。メディアコンテンツは、多くの場合、ユーザによってアクセスされ得る、双方向特
徴（例えば、製品情報、製品購入オプション、スポーツ統計、ハイライト場面、および他
の双方向特徴）を含む。例えば、広告が番組内に表示されるとき、または番組が一時停止
される間、ユーザは、ユーザにとって関心があり得る製品に関するより多くの情報を得る
ために、双方向特徴を選択可能である。しかしながら、現在のシステムは、同一デバイス
からメディアアセットを同時に消費している別のユーザまたは複数のユーザの利便性を考
慮しない。せいぜい、現在のシステムは、双方向特徴がアクティブ化された時点でメディ
アアセットを一時停止し、他のユーザによって見逃されたコンテンツを記録することに留
まる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００３】
　したがって、現在のシステムは、双方向特徴がユーザのうちの１人によってアクティブ
化されるとき、部屋内の他のユーザが苛立ち得ることを認識しない。現在のシステムは、
双方向特徴があるユーザによってアクティブ化されるとき、他のユーザが苛立ち得ること
を認識しないため、これらのシステムは、双方向特徴がアクティブである間、他のユーザ
が苛立ったりまたは怒ったりすることを防止するための機構を提供しない。したがって、
双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送するための方法およびシステムが
、提示される。本概念を実装するシステムは、２人のユーザが１つのデバイス上でメディ
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アアセットを消費していることを検出し得、双方向特徴をアクティブ化するためのコマン
ドの受信に応じて、双方向特徴をアクティブ化しなかったユーザがメディアアセットに関
心があるかどうかを判定してもよい。その判定に応じて、タイマが、アクティブ化され、
双方向特徴がアクティブである時間量を追跡し、閾値期間が満たされたかどうかを判定す
る。いったん閾値期間が満たされると、システムは、双方向特徴をアクティブ化したユー
ザと関連付けられたデバイスを識別してもよく、ユーザに、双方向特徴をデバイスに転送
するようにプロンプトしてもよい。
【０００４】
　いくつかの側面では、メディアガイドアプリケーションは、双方向特徴を第１のデバイ
スから第２のデバイスに転送するように構成されてもよい。メディアガイドアプリケーシ
ョンは、第１のユーザおよび第２のユーザが第１のデバイス上でメディアアセットを消費
していることを検出し得る。例えば、２人の友人が、映画をテレビ上で鑑賞し得る。メデ
ィアガイドアプリケーションは、カメラを使用して、２人の人々を検出してもよい。
【０００５】
　メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザから、第１のデバイス上で双方向特
徴をアクティブ化するためのコマンドを受信し、それによって、第１のユーザによるメデ
ィアアセットの消費を中断させてもよい。例えば、第２のユーザは、画面上の製品に気づ
き得（例えば、コマーシャルの間またはメディアアセットが再生している間）、製品に関
するさらなる情報を所望し得る。その結果、メディアガイドアプリケーションは、製品に
関するさらなる情報を得るためのコマンドをユーザから受信し得る（例えば、音声インタ
ーフェースまたは遠隔制御を使用した製品選択を介して）。
【０００６】
　コマンドの受信に応答して、メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザと関連
付けられた第１のプロファイルのデータとメディアアセットのメタデータを比較し、メデ
ィアアセットが第１のユーザにとって関心があるかどうかを判定し、比較に基づいて、メ
ディアアセットと関連付けられたメタデータが第１のプロファイルのデータに合致するこ
とを判定してもよい。例えば、第１のユーザと関連付けられたプロファイルが、ロマンス
のジャンルに合致し、メディアアセットと関連付けられたメタデータが、キーワード「ロ
マンス」を含有する場合、メディアガイドアプリケーションは、ユーザがメディアアセッ
トに関心があることを判定し得る。
【０００７】
　メディアアセットと関連付けられたメタデータが第１のプロファイルのデータに合致す
ることの判定に応答して、メディアガイドアプリケーションは、以下のアクションを行な
ってもよい。メディアガイドアプリケーションは、双方向特徴が第１のデバイス上でアク
ティブである期間を追跡するタイマをアクティブ化し、双方向特徴がアクティブである期
間が閾値を上回ることを判定してもよい。例えば、メディアガイドアプリケーションは、
双方向特徴がアクティブ化されると、タイマをアクティブ化し、特徴がアクティブである
時間を継続して追跡してもよい。メディアガイドアプリケーションは、タイマの経過時間
との比較のために、閾値を判定してもよい。例えば、各ユーザは、ユーザが関心がないメ
ディアを消費する際にユーザが苛立つときを示す、関連付けられた期間を有してもよい。
メディアガイドアプリケーションは、本期間を閾値として使用してもよい。期間は、ユー
ザのプロファイル内に記憶されてもよい。メディアガイドアプリケーションは、その期間
を読み出し、それとタイマを比較し、閾値が満たされたかどうかを判定してもよい。
【０００８】
　期間が閾値を上回ることの判定に応答して、メディアガイドアプリケーションは、第２
のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別し、第２のユーザに、双方向特徴を第１
のデバイスから第２のデバイスに転送する選択可能オプションをプロンプトしてもよい。
例えば、メディアガイドアプリケーションは、全てのアクセス可能デバイスを検出し（例
えば、無線接続を介して）、次いで、第２のユーザと関連付けられるデバイスを判定して
もよい。メディアガイドアプリケーションは、表示のために、第１のデバイス上で表示さ
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れる製品情報を第２のデバイスに転送するプロンプトを生成してもよい。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザがメディアアセットに関心がなく、したがって
、苛立ないであろうため、第１のユーザまたは第２のユーザに、双方向特徴を転送するよ
うにプロンプトしないことが有用であり得る。例えば、夫婦が、ラブコメディを鑑賞し得
るとき、妻が、双方向特徴をアクティブ化する。メディアガイドアプリケーションは、夫
がラブコメディに関心がないことを判定し、したがって、例えば、メディアアセットに関
心がなく、遅延を気にしないため、妻が双方向特徴を探索している間、苛立ち得ないこと
を判定し得る。メディアアセットと関連付けられたメタデータが第１のプロファイルのデ
ータに合致しないことの判定に応答して、メディアガイドアプリケーションは、タイマを
アクティブ化することを止め、第２のユーザに、双方向特徴を第１のデバイスから第２の
デバイスに転送する選択可能オプションをプロンプトすることを止めてもよい。例えば、
メディアガイドアプリケーションが、ユーザのプロファイルに基づいて、第１のユーザが
ジャンルとしてロマンスに関心がないことを判定する場合、ユーザは、双方向特徴がアク
ティブであるとき、苛立ち得ない。したがって、メディアガイドアプリケーションは、ユ
ーザに、双方向特徴を第２のデバイスに転送するようにプロンプトしなくてもよい。加え
て、または代替として、メディアガイドアプリケーションは、プロンプトが生成されるべ
きではない場合、その必要があり得ないため、タイマを開始しなくてもよい。
【００１０】
　いくつかの実施形態では、両ユーザが双方向特徴に関心がある場合、双方向特徴をより
長い周期にわたってアクティブに保つことが有用であり得る。第１のユーザもまた、双方
向特徴に関心がある場合、第１のユーザは、それほどすぐに苛立ち得ない。メディアガイ
ドアプリケーションは、第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイル内のデータに
基づいて、第１のユーザが双方向特徴に関心があることを判定し、判定に基づいて、閾値
を増加させてもよい。例えば、メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザから、
映画の今後の公開についてのさらなる情報を提供する、双方向特徴をアクティブ化するた
めのコマンドを受信し得る。メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザが今後の
映画に関心があり得ることを判定し、これに基づいて、閾値を２倍にしてもよい。閾値は
、第１のユーザが双方向特徴と関連付けられたコンテンツに関心があることに基づいて増
加されることに留意されたい。
【００１１】
　メディアガイドアプリケーションは、以下のアクションを行うことによって、第２のユ
ーザと関連付けられた第２のデバイスを識別してもよい。メディアガイドアプリケーショ
ンは、複数のアクセス可能デバイスを検出してもよい。例えば、メディアガイドアプリケ
ーションは、無線接続（例えば、ＷＩＦＩまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））を有
するデバイス上に常駐してもよい。メディアガイドアプリケーションは、無線信号を伝送
する（無線ネットワークに接続されるかどうかにかかわらず）、全てのアクセス可能デバ
イスを検出してもよい。メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザと関連付けら
れた第２のユーザプロファイルに基づいて、複数のアクセス可能デバイスのうちのデバイ
スが第２のユーザと関連付けられることを判定し、デバイスを第２のデバイスとして識別
してもよい。例えば、第２のユーザと関連付けられたプロファイルは、そのユーザと関連
付けられたデバイスのリストを含んでもよい。メディアガイドアプリケーションは、ユー
ザのプロファイル内のデバイスと複数のアクセス可能デバイスを比較し、合致が存在する
かどうかを判定してもよい。デバイスのうちの１つが合致する場合、メディアガイドアプ
リケーションは、合致するデバイスを第２のデバイスとして識別してもよい。加えて、ま
たは代替として、メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザにそのデバイスを識
別するように命令する、信号を全てのデバイスに伝送してもよい。メディアガイドアプリ
ケーションが、第２のユーザと関連付けられたデバイスを識別するデバイスのうちの１つ
から応答を受信すると、メディアガイドアプリケーションは、そのデバイスを第２のデバ
イスとして選択してもよい。
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【００１２】
　いくつかの実施形態では、プロンプトを第２のデバイス上で生成することが有用であり
得る。メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザに、双方向特徴を第１のデバイ
スから第２のデバイスに転送する選択可能オプションをプロンプトするとき、第２のユー
ザに、第２のデバイス上でプロンプトしてもよい。例えば、第２のユーザが、関連付けら
れたスマートフォンを有する場合、メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザに
、そのスマートフォン上でプロンプトしてもよい。メディアガイドアプリケーションは、
第２のユーザに第１のデバイス上でプロンプトすることに加え、またはその代わりに、第
２のユーザに第２のデバイス上でプロンプトしてもよいことに留意されたい。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、閾値を生成し、閾値を
第１のプロファイル内に記憶し、閾値を第１のプロファイルから読み出してもよい。メデ
ィアガイドアプリケーションは、以下のアクションを行うことによって、閾値を生成して
もよい。メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザによって現在消費されている
メディアが広告によって中断されていることを判定してもよい。例えば、第１のユーザは
、映画を鑑賞し得、映画は、広告によって中断され得る。メディアガイドアプリケーショ
ンは、第１のユーザが広告を無視し始めたことを検出し得る。例えば、メディアガイドア
プリケーションは、ユーザがもはや広告を無視していることを検出し得る（カメラを介し
て）。メディアガイドアプリケーションは、メディアが広告によって中断された第１の時
間と第１のユーザが広告を無視し始めた第２の時間との間の期間に基づいて、閾値を生成
してもよい。本インスタンスにおける閾値期間は、第１のユーザが広告（おそらく、ユー
ザが関心がないコンテンツ）を見ているときに注意が逸れた速さに基づくことに留意され
たい。例えば、広告が具体的時間に開始し、ユーザが３０秒後に注意を逸らした場合、メ
ディアガイドアプリケーションは、閾値が３０秒であることを判定し得る。本プロセスは
、より良好な閾値を得るために（例えば、全ての反復を平均することによって）、複数回
、繰り返されてもよいことに留意されたい。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、例えば、第１のユーザが再生されているメディアアセットを
無視しているとき、双方向特徴を第１のデバイスに逆転送することが有用であり得る。メ
ディアガイドアプリケーションは、選択可能オプションのユーザ選択を受信し、双方向特
徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送してもよい。例えば、ユーザ選択の受信に
応じて、メディアガイドアプリケーションは、上記に説明されるように、第２のデバイス
を検出し、双方向特徴と関連付けられたコンテンツを第２のデバイスにストリーミングし
てもよい。
【００１５】
　メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザがメディアアセットを無視している
ことを検出し、第１のユーザがメディアアセットを無視していることの検出に応答して、
表示のために、双方向特徴を第２のデバイスから第１のデバイスに逆転送する選択可能オ
プションを生成してもよい。例えば、メディアガイドアプリケーションは、カメラを使用
して、第１のユーザの眼を追跡することによって、第１のユーザがメディアアセットを無
視していることを判定し得、ユーザが第１のデバイスの方向を見ていない場合、メディア
ガイドアプリケーションは、ユーザがメディアアセットを無視していることを判定し得る
。メディアガイドアプリケーションが、ユーザがメディアアセットを無視していることを
判定すると、表示のために、選択されると、双方向特徴を第１のデバイスに逆転送するで
あろう、視覚的インジケータ（例えば、アイコンおよび／またはテキスト）を生成しても
よい。メディアガイドアプリケーションは、双方向特徴と関連付けられたコンテンツの第
２のデバイスへのストリーミングを停止することによって、転送を行なってもよい。
【００１６】
　いくつかの実施形態では、ユーザがわずかではないまたは実質的期間にわたって注意を
逸らしているとき、ユーザがメディアアセットを無視していることを検出することが有用
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であり得る。例えば、ユーザが５秒にわたって注意を逸らした場合、ユーザがメディアア
セットを無視していることを検出することは有用ではあり得ない。メディアガイドアプリ
ケーションは、第１のユーザがメディアアセットを無視していることを検出するとき、ユ
ーザの眼がメディアアセットの方向に向いていないことを検出し、ユーザの眼がメディア
アセットの方向に向いていない期間を追跡するタイマをアクティブ化してもよい。メディ
アガイドアプリケーションは、メディアガイドアプリケーションが常駐するデバイス（例
えば、第１のデバイス）に内蔵または接続され得る、カメラを利用することによって、検
出を実施してもよい。
【００１７】
　メディアガイドアプリケーションは、タイマに基づいて、ユーザの眼がメディアアセッ
トの方向に向いていない期間が閾値を上回ることを判定し、判定に基づいて、ユーザがメ
ディアアセットを無視していることを検出してもよい。例えば、ユーザが、ショートテキ
ストメッセージによって注意が逸れた場合、閾値は、満たされ得ず、メディアガイドアプ
リケーションは、ユーザがメディアアセットを無視していることを判定し得ない。しかし
ながら、ユーザが長い電話によって注意を逸らした場合、メディアガイドアプリケーショ
ンは、ユーザがメディアアセットを無視していることを検出し得る。
【００１８】
　いくつかの実施形態では、例えば、第２のユーザがアクセス可能な関連付けられたデバ
イスを有していないとき、第２のユーザに、双方向特徴を第１のユーザと関連付けられた
デバイスに転送するようにプロンプトすることが有用であり得る。メディアガイドアプリ
ケーションは、複数のアクセス可能デバイスを検出し、複数のアクセス可能デバイスのう
ちの第１のアクセス可能デバイスが第１のユーザと関連付けられることを判定してもよい
。例えば、メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザと関連付けられたプロファ
イルにアクセスし、第１のユーザと関連付けられたデバイスのリストを読み出してもよい
。メディアガイドアプリケーションは、複数のアクセス可能デバイスをユーザと関連付け
られたデバイスのリストと比較してもよい。メディアガイドアプリケーションが、合致を
識別する場合、メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザと関連付けられたデバ
イスが見出されたことを判定し得る。
【００１９】
　メディアガイドアプリケーションは、第１のアクセス可能デバイス上での表示のために
、双方向特徴を第１のアクセス可能デバイスに転送するプロンプトを生成してもよい。メ
ディアガイドアプリケーションは、次いで、第１のユーザと関連付けられた識別されたデ
バイス上でプロンプトを生成してもよい。いくつかの実施形態では、本プロセスは、メデ
ィアガイドアプリケーションが第２のユーザと関連付けられたアクセス可能デバイスが見
出され得ないことを判定後、実施されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】図１は、本開示のいくつかの実施形態による、表示のために、双方向特徴を第１
のデバイスから第２のデバイスに転送するプロンプトを生成するためのディスプレイ画面
の例証的実施形態を示す。
【図２】図２は、本開示のいくつかの実施形態による、表示のために、双方向特徴を第１
のデバイスから第２のデバイスに転送するプロンプトを生成するためのディスプレイ画面
の別の例証的実施形態を示す。
【図３】図３は、本開示のいくつかの実施形態による、メディアガイドアプリケーション
一覧および他のメディアガイド情報を提供するために使用され得る、表示画面の例証的実
施形態を示す。
【図４】図４は、本開示のいくつかの実施形態による、メディアガイドアプリケーション
一覧を提供するために使用され得る、表示画面の別の例証的実施形態を示す。
【図５】図５は、本開示のいくつかの実施形態による、例証的デバイスのブロック図であ
る。
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【図６】図６は、本開示のいくつかの実施形態による、例証的メディアシステムのブロッ
ク図である。
【図７】図７は、本開示のいくつかの実施形態による、表示のために、双方向特徴を第１
のデバイスから第２のデバイスに転送するプロンプトを生成するための例証的プロセスを
描写する。
【図８】図８は、本開示のいくつかの実施形態による、第１のユーザが再生されているメ
ディアアセットに関心があるかどうかを判定することに関わる例証的プロセスを描写する
。
【図９】図９は、本開示のいくつかの実施形態による、閾値時間に基づいて、双方向特徴
を第１のデバイスから第２のデバイスに転送するプロンプトを生成するための例証的プロ
セスを描写する。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　所与のコンテンツ配信システムではどれもユーザに利用可能なコンテンツの量はかなり
の量であり得る。その結果、多くのユーザは、ユーザがコンテンツの選択を効率的にナビ
ゲートし、要求するかもしれないコンテンツを容易に識別することを可能にするインター
フェースを通したメディアガイダンスの形態を要求している。そのようなガイダンスを提
供するアプリケーションは、本明細書では、双方向メディアガイダンスアプリケーション
と称されるが、時として、メディアガイダンスアプリケーションまたはガイダンスアプリ
ケーションと称されることもある。
【００２２】
　双方向メディアガイダンスアプリケーションは、ガイダンスを提供するコンテンツに応
じて種々の形態をとってもよい。典型的なタイプのメディアガイダンスアプリケーション
の１つは、双方向テレビ番組ガイドである。双方向テレビ番組ガイド（時として、電子番
組ガイドと称される場合もある）は、とりわけ、ユーザが、多くのタイプのコンテンツま
たはメディアアセット間をナビゲートし、それを特定することが可能である、公知のガイ
ダンスアプリケーションである。双方向メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザ
が、コンテンツ間をナビゲートし、コンテンツを特定し、選択することを可能にするグラ
フィカルユーザインターフェース画面を生成してもよい。本明細書で参照されるように、
用語「メディアアセット」および「コンテンツ」とは、電子的に消費可能なユーザアセッ
ト、例えば、テレビ番組、ならびに有料番組、オンデマンド番組（ビデオオンデマンド（
ＶＯＤ）システムにおけるようなもの）、インターネットコンテンツ（例えば、ストリー
ミングコンテンツ、ダウンロード可能コンテンツ、ウェブキャスト等）、ビデオクリップ
、オーディオ、コンテンツ情報、写真、回転画像、ドキュメント、プレイリスト、ウェブ
サイト、記事、書籍、電子書籍、ブログ、チャットセッション、ソーシャルメディア、ア
プリケーション、ゲーム、および／または任意の他のメディアもしくはマルチメディア、
および／またはそれらの組み合わせを意味すると理解されたい。ガイダンスアプリケーシ
ョンはまた、ユーザが、コンテンツ間をナビゲートし、コンテンツを特定することを可能
にする。本明細書で参照されるように、用語「マルチメディア」とは、前述の少なくとも
２つの異なるコンテンツ形態、例えば、テキスト、オーディオ、画像、ビデオ、または双
方向コンテンツ形態を利用するコンテンツを意味すると理解されたい。コンテンツは、ユ
ーザ機器デバイスによって、録画、再生、表示、またはアクセスされてもよいが、また、
ライブパーフォーマンスの一部であることも可能である。
【００２３】
　本明細書で議論される実施形態のいずれかを行うためのメディアガイダンスアプリケー
ションおよび／または任意の命令は、コンピュータ可読媒体上にエンコードされてもよい
。コンピュータ可読媒体は、データを記憶することが可能な任意のメディアを含む。コン
ピュータ可読媒体は、限定ではないが、電気または電磁信号の伝搬を含む、一過性のもの
であってもよく、または限定されるものではないが、ハードディスク、フロッピー（登録
商標）ディスク、ＵＳＢドライブ、ＤＶＤ、ＣＤ、メディアカード、レジスタメモリ、プ
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ロセッサキャッシュ、ランダムアクセスメモリ（「ＲＡＭ」）等の揮発性および不揮発性
コンピュータメモリまたは記憶デバイスを含む非一過性のものであってもよい。
【００２４】
　インターネット、モバイルコンピューティング、および高速無線ネットワークの出現に
伴って、ユーザは、従来は使用しなかったユーザ機器デバイス上でメディアにアクセスす
るようになっている。本明細書で参照されるように、語句「ユーザ機器デバイス」、「ユ
ーザ機器」、「ユーザデバイス」、「電子デバイス」、「電子機器」、「メディア機器デ
バイス」、または「メディアデバイス」は、テレビ、スマートＴＶ、セットトップボック
ス、衛星テレビに対応するための統合型受信機デコーダ（ＩＲＤ）、デジタル記憶デバイ
ス、デジタルメディア受信機（ＤＭＲ）、デジタルメディアアダプタ（ＤＭＡ）、ストリ
ーミングメディアデバイス、ＤＶＤプレーヤ、ＤＶＤレコーダ、接続型ＤＶＤ、ローカル
メディアサーバ、ＢＬＵ－ＲＡＹ（登録商標）プレーヤ、ＢＬＵ－ＲＡＹ（登録商標）レ
コーダ、パーソナルコンピュータ（ＰＣ）、ラップトップコンピュータ、タブレットコン
ピュータ、ウェブＴＶボックス、パーソナルコンピュータテレビ（ＰＣ／ＴＶ）、ＰＣメ
ディアサーバ、ＰＣメディアセンター、ハンドヘルドコンピュータ、固定電話、携帯情報
端末（ＰＤＡ）、携帯電話、ポータブルビデオプレーヤ、ポータブル音楽プレーヤ、ポー
タブルゲーム機、スマートフォン、または任意の他のテレビ機器、コンピューティング機
器、もしくは無線デバイス、および／またはそれらの組み合わせ等の前述のコンテンツに
アクセスするための任意のデバイスを意味すると理解されたい。いくつかの実施形態では
、ユーザ機器デバイスは、正面画面および裏面画面、複数の正面画面、または複数の角度
付き画面を有してもよい。いくつかの実施形態では、ユーザ機器デバイスは、正面カメラ
および／または背面カメラを有してもよい。これらのユーザ機器デバイス上で、ユーザは
、テレビを通して利用可能な同一のコンテンツ間をナビゲートし、それを特定することが
可能であってもよい。その結果として、メディアガイダンスは、これらのデバイス上でも
利用可能であってもよい。提供されるガイダンスは、テレビのみを通して利用可能なコン
テンツ、他のタイプのユーザ機器デバイスのうちの１つ以上のもののみを通して利用可能
なコンテンツ、またはテレビおよび他のタイプのユーザ機器デバイスのうちの１つ以上の
ものの両方を通して利用可能なコンテンツのためのものであってもよい。メディアガイダ
ンスアプリケーションは、ユーザ機器デバイス上で、オンラインアプリケーションとして
提供されてもよく（例えば、ウェブサイト上で提供されてもよく）、もしくは独立型アプ
リケーションまたはクライアントとして提供されてもよい。メディアガイダンスアプリケ
ーションを実装し得る種々のデバイスおよびプラットフォームは、以下でより詳細に説明
される。
【００２５】
　メディアガイダンスアプリケーションの機能の１つは、メディアガイダンスデータをユ
ーザに提供することである。本明細書で参照されるように、語句「メディアガイダンスデ
ータ」または「ガイダンスデータ」は、コンテンツに関連する任意のデータ、またはガイ
ダンスアプリケーションを動作させる際に使用されるデータを意味すると理解されたい。
例えば、ガイダンスデータは、番組情報、ガイダンスアプリケーション設定、ユーザの好
み、ユーザプロファイル情報、メディアリスト項目、メディア関連情報（例えば、放送時
間、放送チャンネル、タイトル、内容、評価情報（例えば、ペアレンタルコントロール評
価、批評家の評価等）、ジャンルまたはカテゴリ情報、俳優情報、放送会社またはプロバ
イダのロゴのロゴデータ等）、メディア形式（例えば、標準解像度、高解像度、３Ｄ等）
、オンデマンド情報、ブログ、ウェブサイト、およびユーザが所望のコンテンツ選択間を
ナビゲートし、それを特定するために役立つ、任意の他のタイプのガイダンスデータを含
んでもよい。
【００２６】
　本明細書で参照されるように、用語「～に応答して」は、「～の結果として開始される
」ことを指す。例えば、第２のアクションに応答して行われている第１のアクションは、
第１のアクションと第２のアクションとの間に介在ステップを含んでもよい。
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【００２７】
　本明細書で参照されるように、用語「～に直接応答して」は、「～によって引き起こさ
れる」ことを指す。例えば、第２のアクションに直接応答して行われている第１のアクシ
ョンは、第１のアクションと第２のアクションとの間に介在ステップを含まなくてもよい
。
【００２８】
　双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送するために有効にされるメディ
アガイドアプリケーションのためのシステムおよび方法が、本明細書に説明される。これ
らのシステムおよび方法が、メディアガイドアプリケーションの状況において説明される
であろうことに留意されたい。しかしながら、当業者は、これらのシステムおよび方法が
、メディアガイドアプリケーションから独立して実装されてもよいことを理解するであろ
う。種々の双方向特徴が、双方向メディアガイドアプリケーションのユーザに利用可能で
あり得る。例えば、付加的製品情報が、関連付けられた製品がメディアアセット（例えば
、番組または広告）中に現れるときに利用可能であり得る。双方向メディアガイドアプリ
ケーションは、製品情報を補助データとして記憶してもよい。その補助データは、遠隔サ
ーバ（例えば、図３－６に関連して以下に議論されるように、メディアコンテンツソース
６１６またはメディアガイドデータソース６１８）から受信されてもよい。補助データは
、特定のメディアアセット（例えば、番組または広告）と関連付けられてもよい。さらに
、補助データは、メディアアセット内の具体的期間と関連付けられてもよい。例えば、メ
ディアガイドアプリケーションは、メディアアセットと関連付けられたメタデータを記憶
してもよい。メタデータは、双方向特徴がメディアアセットと関連付けられていることお
よび個別の双方向特徴が利用可能な期間を示す、１つまたはそれを上回るエントリを含ん
でもよい。さらに、メタデータは、付加的製品情報を含む、補助データへのリンクを記憶
してもよい。他の双方向特徴（例えば、ハイライト場面、スポーツ統計等）も、同一様式
でメディアアセットと関連付けられてもよいことに留意されたい。製品がメディアアセッ
ト内に示されている期間の間、メディアガイドアプリケーションは、表示のために、製品
と関連付けられた双方向特徴の可用性を示す、インジケータを生成してもよい。
【００２９】
　図１は、表示のために、双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送するプ
ロンプトを生成するためのディスプレイ画面の例証的実施形態を示す。図１に描写される
ように、ユーザ１０２および１０４は、映画をユーザ機器１０８（例えば、ＴＶ）上で鑑
賞しており、２人の俳優がビデオゲームをプレーしている。それぞれ、吹き出し１１２お
よび１１４から明白であるように、ユーザ１０２は、映画に関心がある一方、ユーザ１０
４は、２人の俳優によって映画内でプレーされているビデオゲームに関心がある。２人の
ユーザが鑑賞している映画は、アクティブ化されると、例えば、ユーザが、ビデオゲーム
に関するさらなる情報を得る、および／またはビデオゲームを購入することを可能にする
、関連付けられた双方向特徴を有し得る。ユーザ１０４は、例えば、音声コマンドによっ
て、双方向特徴をアクティブ化し得る。ユーザ１０４は、他の手段によって双方向特徴を
アクティブ化してもよいことに留意されたい。例えば、ユーザ１０４は、遠隔制御を使用
して、画面上のゲームを選択する、または全ての利用可能な双方向特徴を示すであろう、
新しい画面をもたらしてもよい。
【００３０】
　メディアガイドアプリケーションは、双方向特徴をアクティブ化するためのユーザコマ
ンドを受信し、表示のために、オーバーレイ１０６を生成してもよい。オーバーレイ１０
６は、双方向特徴と関連付けられた製品（本インスタンスでは、２人の俳優がプレーして
いるビデオゲーム）についての情報を含んでもよい。加えて、または代替として、オーバ
ーレイ１０６は、ユーザのための他のオプションを含んでもよい。例えば、オーバーレイ
１０６は、ゲームを購入するオプション、ユーザがゲームを購入することを可能にするウ
ェブサイトに進むオプション、購入されたゲームをユーザのゲームシステムに伝送するオ
プション、ならびに他のオプションを含んでもよい。
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【００３１】
　双方向特徴が、アクティブになると、ユーザ１０２は、ユーザ１０２が示されている映
画に関心があって、映画の鑑賞を継続することを所望するため、苛立ち得る。ユーザ１０
２は、関連付けられた閾値期間を有してもよく、その後に、メディアガイドアプリケーシ
ョンは、ユーザ１０２が苛立ったことを判定し得る。メディアガイドアプリケーションが
、ユーザ１０２が苛立った（例えば、閾値が満たされた）ことを判定すると、メディアガ
イドアプリケーションは、表示のために別のデバイス上で継続するオプションを生成する
、オーバーレイ１１０を表示のために生成してもよい。いくつかの実施形態では、オーバ
ーレイ１１０が、表示のために生成されると、オーバーレイ１０６は、除去されてもよい
。いくつかの実施形態では、オーバーレイ１０６およびオーバーレイ１１０は両方とも、
図１に図示されるように、画面上に現れてもよい。いくつかの実施形態では、オーバーレ
イ１１０は、表示のために、テレビ上に生成されず、代わりに、双方向特徴が転送される
であろう、第２のデバイス上に生成されてもよい。いくつかの実施形態では、メディアガ
イドアプリケーションは、テレビと、双方向オプションが転送されるであろうデバイスと
の両方上に、オーバーレイ１１０を生成してもよい。
【００３２】
　図２は、表示のために、双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送するプ
ロンプトを生成するためのディスプレイ画面の別の例証的実施形態を示す。ディスプレイ
画面２００は、メディアガイドアプリケーションが起動中の電子タブレットのディスプレ
イ画面であってもよい。メディアガイドアプリケーションは、電子タブレットを双方向特
徴が転送されるべきデバイスとして識別し得る。エリア２０２は、双方向特徴と関連付け
られた製品（例えば、ビデオゲーム）についての情報を含んでもよい。写真２０６は、ビ
デオゲームまたはゲームと関連付けられた別のグラフィックのスクリーンショットであっ
てもよく、エリア２０８は、ビデオゲームのタイトルを含んでもよい。プロンプト２０４
は、電子タブレットへの双方向特徴の転送を開始する、選択可能オプションであってもよ
い。
【００３３】
　いくつかの実施形態では、エリア２０２、写真２０６、およびタイトル２０８内の情報
は、メディアアセットが消費されているデバイス（例えば、ユーザ機器１０８）から伝送
されてもよい。例えば、メディアガイドアプリケーションが、電子タブレットが（例えば
、図２に描写される電子タブレット）第２のユーザと関連付けられることを判定すると、
メディアガイドアプリケーションは、メディアアセットが消費されているデバイス（例え
ば、ユーザ機器１０８）から補助データを伝送してもよい。補助データは、ユーザ機器１
０８上に表示されているのと同一様式で電子タブレット上に表示されてもよい。
【００３４】
　しかしながら、いくつかの実施形態では、情報２０２、スクリーンショット２０６、お
よびタイトル２０８は、異なるソース（例えば、メディアコンテンツソース６１６および
／またはメディアガイドデータソース６１８）から受信されてもよい。例えば、ユーザ機
器１０８上に常駐するメディアガイドアプリケーションは、コマンドを図２の電子タブレ
ットに伝送し、タブレットに、サーバ（例えば、メディアコンテンツソース６１６と関連
付けられたサーバおよび／またはメディアガイドデータソース６１８と関連付けられたサ
ーバ）にコンタクトするように命令してもよい。電子タブレットは、サーバにコンタクト
し、双方向特徴と関連付けられた情報（例えば、エリア２０２、スクリーンショット２０
６、およびタイトル２０８内の情報）を読み出してもよい。他の情報（例えば、ゲームと
関連付けられた評価）も、サーバから読み出されてもよいことに留意されたい。
【００３５】
　いくつかの実施形態では、第２のユーザがオプション２０４を選択すると、メディアガ
イドアプリケーションは、双方向オプションを図２の電子タブレットに転送してもよい。
いくつかの実施形態では、転送が完了されると、電子タブレットと関連付けられたメディ
アガイドアプリケーションは、双方向特徴を制御してもよい。例えば、電子タブレット上
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のメディアガイドアプリケーションは、示されているゲームに関するさらなる情報を要求
してもよい。例えば、電子タブレットは、ユーザがゲームを購入するかどうかの決定を行
うことが可能であるように、ゲームプレーのさらなるスクリーンショットまたはビデオを
要求し得る。いくつかの実施形態では、写真２０６は、ビデオゲームの他のスクリーンシ
ョットまたはビデオゲームのビデオによって置換されてもよい。
【００３６】
　いくつかの実施形態では、第２のユーザと関連付けられたデバイス（例えば、図２の電
子タブレット）上のメディアガイドアプリケーションは、表示のために、製品（例えば、
ビデオゲーム）を購入するオプションを生成してもよい。種々の購入オプションが、ユー
ザのために利用可能であってもよい。例えば、製品が映画である場合、電子タブレットと
関連付けられたメディアガイドアプリケーションは、購入に応じて、映画をタブレットに
自動的にダウンロードしてもよい。製品がビデオゲームである場合、メディアガイドアプ
リケーションは、ユーザがゲームを異なるデバイス上でプレーすることが可能であるよう
に、ビデオゲームの異なるバージョン（例えば、電子タブレットバージョン、コンピュー
タバージョン、または別の好適なバージョン）を異なるデバイス上にインストールしても
よい。
【００３７】
　図３～４は、メディアガイダンスデータを提供するために使用され得る例証的表示画面
を示す。図３～４に示される表示画面は、任意の好適なユーザ機器デバイスまたはプラッ
トフォーム上に実装されてもよい。図３～４の表示は、フル画面表示として図示されてい
るが、それらはまた、表示されているコンテンツ上に完全または部分的に重ね合わせられ
てもよい。ユーザは、表示画面に提供された選択可能なオプション（例えば、メニューオ
プション、リスト項目オプション、アイコン、ハイパーリンク等）を選択することによっ
て、もしくはリモートコントロールまたは他のユーザ入力インターフェースもしくはデバ
イス上の専用ボタン（例えば、ＧＵＩＤＥ「ガイド」ボタン）を押下することによって、
コンテンツ情報へのアクセスの要望を指示してもよい。ユーザの指示に応答して、メディ
アガイダンスアプリケーションは、グリッド内の時間およびチャンネル別、時間別、チャ
ンネル別、ソース別、コンテンツタイプ別、カテゴリ別（例えば、映画、スポーツ、ニュ
ース、子供向け、または他の番組カテゴリ）、または他の所定の、ユーザ定義の、もしく
は他の編成基準等のいくつかの方法のうちの１つにおいて編成されたメディアガイダンス
データを伴う表示画面を提供してもよい。
【００３８】
　図３は、単一表示内で異なるタイプのコンテンツへのアクセスも可能にする、時間およ
びチャンネル別に配列された番組リスト項目表示３００の例証的グリッドを示す。表示３
００は、（１）チャンネル／コンテンツタイプ識別子３０４の列および（２）時間識別子
３０６の行を持つグリッド３０２を含んでもよく、（１）チャンネル／コンテンツタイプ
識別子３０４の列では、各チャンネル／コンテンツタイプ識別子（列内のセル）は利用可
能な異なるチャンネルまたはコンテンツのタイプを特定しており、および（２）時間識別
子３０６の行では、各時間識別子（行内のセル）は番組の時間帯を特定している。グリッ
ド３０２も、番組リスト項目３０８等の番組リストのセルを含み、グリッド３０２では、
各リスト項目は、チャンネルおよび時間に関連付けられたリスト項目上に設けられている
番組のタイトルを提供する。ユーザ入力デバイスを用いて、ユーザは、ハイライト領域３
１０を移動させることによって番組リスト項目を選択することができる。ハイライト領域
３１０によって選択される番組リスト項目に関する情報が番組情報領域３１２内に提供さ
れてもよい。領域３１２は、例えば、番組タイトル、番組内容、番組が提供される時間（
該当する場合）、番組が放送されるチャンネル（該当する場合）、番組の評価、および他
の所望の情報を含んでもよい。
【００３９】
　線形番組（例えば、所定の時間に複数のユーザ機器デバイスに伝送されるようにスケジ
ューリングされ、スケジューリングに従って提供されるコンテンツ）へのアクセスの提供
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に加え、メディアガイダンスアプリケーションは、非線形番組（例えば、任意の時間にお
いてユーザ機器デバイスにアクセス可能であって、スケジューリングに従って提供される
ものではないコンテンツ）へのアクセスも提供する。非線形番組は、オンデマンドコンテ
ンツ（例えば、ＶＯＤ）、インターネットコンテンツ（例えば、ストリーミングメディア
、ダウンロード可能メディア等）、ローカルに記憶したコンテンツ（例えば、前述の任意
のユーザ機器デバイスまたは他の記憶デバイス上に記憶されたコンテンツ）、または時間
的制約のない他のコンテンツを含む異なるコンテンツソースからのコンテンツを含んでも
よい。オンデマンドコンテンツは、映画または特定のコンテンツプロバイダ（例えば、「
ザ　ソプラノス（Ｔｈｅ　Ｓｏｐｒａｎｏｓ）」や「カーブ　ユア　エンシュージアズム
（Ｃｕｒｂ　Ｙｏｕｒ　Ｅｎｔｈｕｓｉａｓｍ）」を提供するＨＢＯオンデマンド（ＨＢ
Ｏ　Ｏｎ　Ｄｅｍａｎｄ））によって提供される任意の他のコンテンツを含んでもよい。
ＨＢＯ　ＯＮ　ＤＥＭＡＮＤは、タイム　ワーナー　カンパニー　エル　ピーらによって
所有されるサービスマークであり、ＴＨＥ　ＳＯＰＲＡＮＯＳおよびＣＵＲＢ　ＹＯＵＲ
　ＥＮＴＨＵＳＩＡＳＭは、ホーム　ボックス　オフィス　インクによって所有される商
標である。インターネットコンテンツは、チャットセッションまたはウェブキャスト等の
ウェブイベント、もしくはインターネットウェブサイトまたは他のインターネットアクセ
ス（例えば、ＦＴＰ）を通して、ストリーミングコンテンツまたはダウンロード可能なコ
ンテンツとしてオンデマンドで利用可能なコンテンツを含んでもよい。
【００４０】
　グリッド３０２は、オンデマンドリスト項目３１４、録画コンテンツリスト項目３１６
、およびインターネットコンテンツリスト項目３１８を含む非線形番組のメディアガイダ
ンスデータを提供してもよい。異なるタイプのコンテンツソースからの、コンテンツのた
めのメディアガイダンスデータを組み合わせている表示は、時として、「混合メディア」
表示と称されることもある。表示３００とは異なる、表示され得るメディアガイダンスデ
ータのタイプの種々の配列（例えば、録画および放送リスト項目のみの表示、オンデマン
ドおよび放送リスト項目のみの表示等）は、ユーザ選択またはガイダンスアプリケーショ
ン定義に基づいてもよい。例証されるように、リスト項目３１４、３１６、および３１８
は、これらのリスト項目の選択が、それぞれ、オンデマンドリスト項目、録画リスト項目
、またはインターネットリスト項目専用の表示にアクセスできることを示すように、グリ
ッド３０２内に表示される時間ブロック全体に及ぶように示されている。いくつかの実施
形態では、これらのコンテンツタイプのリスト項目は、グリッド３０２に直接含まれても
よい。ユーザがナビゲーションアイコン３２０のうちの１つを選択することに応答して、
付加的メディアガイダンスデータが表示されてもよい（ユーザ入力デバイス上の矢印キー
を押下することは、ナビゲーションアイコン３２０を選択するのと同様な方法で表示に影
響を及ぼしてもよい）。
【００４１】
　表示３００はまた、ビデオ領域３２２、およびオプション領域３２６を含んでもよい。
ビデオ領域３２２は、ユーザが、現在利用可能である、今後利用可能となる、またはユー
ザに利用可能であった番組を視聴および／またはプレビューすることを可能にしてもよい
。ビデオ領域３２２のコンテンツは、グリッド３０２に表示されるリスト項目のうちの１
つに対応するか、またはそれから独立していてもよい。ビデオ領域を含むグリッド表示は
、時として、ピクチャインガイド（ＰＩＧ）表示と称されることもある。ＰＩＧ表示およ
びそれらの機能は、２００３年５月１３日発行のＳａｔｔｅｒｆｉｅｌｄらの米国特許第
６，５６４，３７８号、および２００１年５月２９日発行のＹｕｅｎらの米国特許第６，
２３９，７９４号でさらに詳細に説明されており、それらは全体として参照することによ
って本明細書に組み込まれる。ＰＩＧ表示は、本明細書に説明される実施形態の他のメデ
ィアガイダンスアプリケーション表示画面に含まれてもよい。
【００４２】
　オプション領域３２６は、ユーザが、異なるタイプのコンテンツ、メディアガイダンス
アプリケーション表示、および／またはメディアガイダンスアプリケーション特徴にアク
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セスすることを可能にしてもよい。オプション領域３２６は、ディプレイ３００（および
本明細書に説明される他の表示画面）の一部であってもよく、もしくは画面上のオプショ
ンを選択すること、またはユーザ入力デバイス上の専用または割当可能ボタンを押下する
ことによって、ユーザによって呼び出されてもよい。オプション領域３２６内の選択可能
オプションは、グリッド３０２内の番組リスト項目に関連する特徴に関してもよく、また
はメインメニュー表示から利用可能なオプションを含んでもよい。番組リスト項目に関連
する特徴は、番組を受信する他の放送時間または他の方法を検索すること、番組を録画す
ること、番組の連続録画を有効化すること、番組および／またはチャンネルをお気に入り
として設定すること、番組を購入すること、もしくは他の特徴を含んでもよい。メインメ
ニュー表示から利用可能なオプションは、検索オプション、ＶＯＤオプション、ペアレン
タルコントロールオプション、インターネットオプション、クラウドベースのオプション
、デバイス同期オプション、第２の画面デバイスオプション、種々のタイプのメディアガ
イダンスデータ表示にアクセスするためのオプション、プレミアムサービスを購読するた
めのオプション、ユーザのプロファイルを編集するためのオプション、ブラウザオーバー
レイにアクセスするためのオプション、もしくは他のオプションを含んでもよい。
【００４３】
　メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザの好みに基づいて個人向けにされても
よい。個人向けにされたメディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが、表示および
特徴をカスタマイズして、個人向にけされた「体験」をメディアガイダンスアプリケーシ
ョンとともに生成することを可能にする。この個人向けにされた体験は、ユーザがこれら
のカスタマイズを入力できるようにすることによって、および／またはメディアガイダン
スアプリケーションがユーザ活動を監視することによって種々のユーザの好みを判定する
ことによって生成されてもよい。ユーザは、ガイダンスアプリケーションにログインする
ことによって、またはその他の方法でガイダンスアプリケーションに対して自らを特定す
ることによって、それらの個人向けにされたガイダンスアプリケーションにアクセスして
もよい。メディアガイダンスアプリケーションのカスタマイズは、ユーザプロファイルに
従って作成されてもよい。カスタマイズは、提示方式（例えば、表示の色方式、テキスト
のフォントサイズ等）、表示されるコンテンツのリスト項目の態様（例えば、ＨＤＴＶ番
組のみまたは３Ｄ番組のみ、お気に入りチャンネル選択に基づいたユーザ指定の放送チャ
ンネル、チャンネルの表示の並び替え、推奨コンテンツ等）、所望の録画特徴（例えば、
特定のユーザに対する録画または連続録画、録画品質等）、ペアレンタルコントロール設
定、インターネットコンテンツのカスタマイズされた提示（例えば、ソーシャルメディア
コンテンツ、電子メール、電子的に配信された記事等の提示）、および他の所望のカスタ
マイズを変更させることを含んでもよい。
【００４４】
　メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザが、ユーザプロファイル情報を提供す
ることを可能にしてもよく、またはユーザプロファイル情報を自動的にコンパイルしても
よい。メディアガイダンスアプリケーションは、例えば、ユーザがアクセスするコンテン
ツ、および／またはユーザがガイダンスアプリケーションと行い得る他の情報とのやりと
りを監視してもよい。加えて、メディアガイダンスアプリケーションは、特定のユーザに
関連する他のユーザプロファイルの全体または一部を（例えば、ｗｗｗ．ａｌｌｒｏｖｉ
．ｃｏｍ等のユーザがアクセスするインターネット上の他のウェブサイトから、ユーザが
アクセスする他のメディアガイダンスアプリケーションから、ユーザがアクセスする他の
双方向アプリケーションから、ユーザの別のユーザ機器デバイスから、その他のものから
）取得し、および／またはメディアガイダンスアプリケーションがアクセスし得る他のソ
ースから、ユーザに関する情報を取得してもよい。結果として、ユーザの異なるユーザ機
器デバイスにわたって、統一されたガイダンスアプリケーション体験をユーザに提供する
ことができる。このタイプのユーザ体験は、図６に関連して、以下でより詳細に説明され
る。付加的な個人向けにされたメディアガイダンスアプリケーション特徴は、２００５年
７月１１日出願のＥｌｌｉｓらの米国特許出願第２００５／０２５１８２７号、２００７
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年１月１６日出願のＢｏｙｅｒらの米国特許出願第７，１６５，０９８号、および２００
２年２月２１日出願のＥｌｌｉｓらの米国特許出願第２００２／０１７４４３０号でさら
に詳細に説明されており、それらは全体として参照することにより本明細書に組み込まれ
る。
【００４５】
　メディアガイダンスを提供するための別の表示配列が、図４に示されている。ビデオモ
ザイク表示４００は、コンテンツのタイプ、ジャンル、および／または他の編成基準に基
づいて編成されたコンテンツ情報のための選択可能オプション４０２を含む。表示４００
では、テレビリスト項目オプション４０４が選択され、これにより、リスト項目４０６、
４０８、４１０、および４１２を放送番組リスト項目として提供している。表示４００で
は、リスト項目は、カバーアート、コンテンツからの静止画像、ビデオクリップのプレビ
ュー、コンテンツからのライブビデオ、またはリスト項目中にメディアガイダンスデータ
によって記述されているコンテンツをユーザに示す他のタイプのコンテンツを含むグラフ
ィック画像を提供してもよい。グラフィックリスト項目のそれぞれはまた、リスト項目と
関連付けられたコンテンツに関するさらなる情報を提供するように、テキストを伴っても
よい。例えば、リスト項目４０８は、メディア部分４１４およびテキスト部分４１６を含
む２以上の部分を含んでもよい。メディア部分４１４および／またはテキスト部分４１６
は、コンテンツをフル画面で見るために、またはメディア部分４１４に表示されたコンテ
ンツに関連する情報を見るために（例えば、ビデオが表示されているチャンネルのリスト
を見るために）、選択可能であってもよい。
【００４６】
　表示４００中のリスト項目は、異なるサイズである（すなわち、リスト項目４０６は、
リスト項目４０８、４１０、および４１２より大きい）が、必要であれば、全リスト項目
が同一のサイズであってもよい。リスト項目は、コンテンツプロバイダの所望に応じて、
またはユーザの好みに基づいて、ユーザに関心の程度を示すために、または、あるコンテ
ンツを強調するために、異なるサイズであるか、またはグラフィックが強調されてもよい
。コンテンツリストをグラフィック的に強調するための種々のシステムおよび方法は、例
えば、全体として参照することにより本明細書に組み込まれる、２００９年１１月１２日
に出願されたＹａｔｅｓの米国特許出願公開第２０１０／０１５３８８５号で議論されて
いる。
【００４７】
　ユーザは、そのユーザ機器デバイスのうちの１つ以上のものから、コンテンツおよびメ
ディアガイダンスアプリケーション（および前述されかつ後述されている表示画面）にア
クセスしてもよい。図５は、例証的ユーザ機器デバイス５００の汎用実施形態を示す。ユ
ーザ機器デバイスのより具体的な実装は、図６に関連して以下で議論される。ユーザ機器
デバイス５００は、入出力（以下「Ｉ／Ｏ」）パス５０２を介してコンテンツおよびデー
タを受信してもよい。Ｉ／Ｏパス５０２は、処理回路５０６および記憶装置５０８を含む
制御回路５０４に、コンテンツ（例えば、放送番組、オンデマンド番組、インターネット
コンテンツ、ローカルエリアネットワーク（ＬＡＮ）または広域ネットワーク（ＷＡＮ）
を経由して利用可能なコンテンツ、および／または他のコンテンツ）およびデータを提供
してもよい。制御回路５０４は、Ｉ／Ｏパス５０２を使用して、コマンド、要求、および
他の好適なデータを送受信するために使用されてもよい。Ｉ／Ｏパス５０２は、制御回路
５０４（具体的には、処理回路５０６）を１つ以上の通信パス（以下で説明される）に接
続してもよい。Ｉ／Ｏ機能は、これらの通信パスのうちの１つ以上のものによって提供さ
れてもよいが、図面が複雑になり過ぎることを回避するため、図５では単一パスとして示
されている。
【００４８】
　制御回路５０４は、処理回路５０６等の任意の好適な処理回路に基づいてもよい。本明
細書で参照されるように、処理回路とは、１つ以上のマイクロプロセッサ、マイクロコン
トローラ、デジタル信号プロセッサ、プログラマブル論理デバイス、フィールドプログラ
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マブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）等に基づく回路を
意味すると理解され、マルチコアプロセッサ（例えば、デュアルコア、クアドコア、ヘク
サコア、または任意の好適な数のコア）またはスーパーコンピュータを含んでもよい。い
くつかの実施形態では、処理回路は、複数の別個のプロセッサまたは処理ユニット、例え
ば、複数の同一のタイプの処理ユニット（例えば、２つのＩｎｔｅｌ　Ｃｏｒｅ　ｉ７プ
ロセッサ）または複数の異なるプロセッサ（例えば、Ｉｎｔｅｌ　Ｃｏｒｅ　ｉ５プロセ
ッサおよびＩｎｔｅｌ　Ｃｏｒｅ　ｉ７プロセッサ）にわたって分散されてもよい。いく
つかの実施形態では、制御回路５０４は、メモリ（すなわち、記憶装置５０８）に記憶さ
れたメディアガイダンスアプリケーションのために命令を実行する。具体的には、制御回
路５０４は、メディアガイダンスアプリケーションによって、前述および後述の機能を行
うように命令されてもよい。例えば、メディアガイダンスアプリケーションは、制御回路
５０４に、メディアガイダンス表示を生成するための命令を提供してもよい。いくつかの
実装では、制御回路５０４によって行われるいかなるアクションもメディアガイダンスア
プリケーションから受信した命令に基づいてもよい。
【００４９】
　クライアントサーバに基づく実施形態では、制御回路５０４は、ガイダンスアプリケー
ションサーバもしくは他のネットワークまたはサーバと通信するための好適な通信回路を
含んでいてもよい。前述の機能性を実行するための命令は、ガイダンスアプリケーション
サーバ上に記憶されてもよい。通信回路は、ケーブルモデム、総合デジタル通信網（ＩＳ
ＤＮ）モデム、デジタルサブスクライバ回線（ＤＳＬ）モデム、電話モデム、イーサネッ
ト（登録商標）カード、または他の機器との通信用無線モデム、または任意の他の好適な
通信回路を含んでもよい。そのような通信は、インターネットもしくは任意の他の好適な
通信ネットワークまたはパスを伴ってもよい（このことは、図６に関連してさらに詳細に
説明される）。加えて、通信回路は、ユーザ機器デバイスのピアツーピア通信、または相
互に離れた場所にあるユーザ機器デバイス間での通信を可能にする回路を含んでもよい（
以下でさらに詳細に説明されている）。
【００５０】
　メモリは、制御回路５０４の一部である記憶装置５０８として提供される電子記憶デバ
イスであってもよい。本明細書で参照されるように、語句「電子記憶デバイス」または「
記憶デバイス」とは、ランダム－アクセスメモリ、読取専用メモリ、ハードドライブ、光
学ドライブ、デジタルビデオディスク（ＤＶＤ）レコーダ、コンパクトディスク（ＣＤ）
レコーダ、ＢＬＵ－ＲＡＹ（登録商標）ディスク（ＢＤ）レコーダ、ＢＬＵ－ＲＡＹ（登
録商標）　３Ｄディスクレコーダ、デジタルビデオレコーダ（ＤＶＲ、時として、パーソ
ナルビデオレコーダと呼ばれる場合もある、またはＰＶＲ）、固体デバイス、量子記憶デ
バイス、ゲームコンソール、ゲームメディア、もしくは任意の他の好適な固定またはリム
ーバブル記憶デバイス、および／または任意のそれらの組み合わせ等の、電子データ、コ
ンピュータソフトウェア、またはファームウェアを記憶するための任意のデバイスを意味
すると理解されたい。記憶装置５０８は、本明細書に説明される種々のタイプのコンテン
ツ、ならびに前述のメディアガイダンスデータを記憶するために使用されてもよい。不揮
発性メモリも、（例えば、ブートアップルーチンや他の命令を起動するために）使用され
てもよい。図６に関連して説明されるクラウドベースの記憶装置が、記憶装置５０８を補
完するために、または記憶装置５０８の代わりに使用されてもよい。
【００５１】
　制御回路５０４は、ビデオ生成回路および同調回路、例えば、１つ以上のアナログチュ
ーナ、１つ以上のＭＰＥＧ－２デコーダ、または他のデジタルデコード回路、高解像度チ
ューナ、または任意の他の好適な同調もしくはビデオ回路、もしくはそのような回路の組
み合わせを含んでもよい。エンコード回路（例えば、無線、アナログ、またはデジタル信
号を記憶のためにＭＰＥＧ信号に変換するためのもの）も設けられていてもよい。制御回
路５０４はまた、コンテンツをユーザ機器５００の好ましい出力形式に上方変換および下
方変換するためのスケーリング回路を含んでもよい。回路５０４はまた、デジタルおよび
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アナログ信号間で変換するためのデジタルからアナログへの変換回路ならびにアナログか
らデジタルへの変換回路を含んでもよい。同調およびエンコード回路は、コンテンツを受
信して表示する、再生する、または録画するために、ユーザ機器デバイスによって使用さ
れてもよい。同調およびエンコード回路はまた、ガイダンスデータを受信するために使用
されてもよい。例えば、同調、ビデオ生成、エンコード、デコード、暗号化、解読、スケ
ーリング、およびアナログ／デジタル回路を含む、本明細書に説明される回路は、１つ以
上の汎用または特殊プロセッサ上で動作するソフトウェアを使用して実装されてもよい。
複数のチューナが、同時同調機能（例えば、視聴および録画機能、ピクチャインピクチャ
（ＰＩＰ）機能、多重チューナ録画機能等）に対処するように提供されてもよい。記憶装
置５０８が、ユーザ機器５００とは別のデバイスとして提供される場合、同調およびエン
コード回路（複数のチューナを含む）は、記憶装置５０８と関連付けられてもよい。
【００５２】
　ユーザは、ユーザ入力インターフェース５１０を使用して、命令を制御回路５０４に送
信してもよい。ユーザ入力インターフェース５１０は、任意の好適なユーザインターフェ
ース、例えば、リモートコントロール、マウス、トラックボール、キーパッド、キーボー
ド、タッチ画面、タッチパッド、スタイラス入力、ジョイスティック、音声認識インター
フェース、または他のユーザ入力インターフェース等であってもよい。ディスプレイ５１
２は、独立型デバイスとして提供されるか、またはユーザ機器デバイス５００の他の要素
と統合してもよい。例えば、ディスプレイ５１２は、タッチスクリーンまたはタッチセン
サ式ディスプレイであってもよい。そのような状況では、ユーザ入力インターフェース５
１０は、ディスプレイ５１２と統合されても、または組み合わせられてもよい。ディスプ
レイ５１２は、モニタ、テレビ、モバイルデバイスのための液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）
、非晶質シリコンディスプレイ、低温ポリシリコンディスプレイ、電子インクディスプレ
イ、電気泳動ディスプレイ、アクティブマトリクスディスプレイ、エレクトロウェッティ
ングディスプレイ、電気流体ディスプレイ、ブラウン管ディスプレイ、発光ダイオードデ
ィスプレイ、エレクトロルミネセントディスプレイ、プラズマ表示パネル、高性能アドレ
ッシングディスプレイ、薄膜トランジスタディスプレイ、有機発光ダイオードディスプレ
イ、表面伝導型電子放出素子ディスプレイ（ＳＥＤ）、レーザテレビ、カーボンナノチュ
ーブ、量子ドットディスプレイ、干渉変調器ディスプレイ、または視覚的画像を表示する
ための任意の他の好適な機器のうちの１つ以上のものであってもよい。いくつかの実施形
態では、ディスプレイ５１２は、ＨＤＴＶ対応型であってもよい。いくつかの実施形態で
は、ディスプレイ５１２は、３Ｄ表示であってもよく、双方向メディアガイダンスアプリ
ケーションおよび任意の好適なコンテンツは、３Ｄで表示されてもよい。ビデオカードま
たはグラフィックカードは、ディスプレイ５１２への出力を生成してもよい。ビデオカー
ドは、３Ｄシーンおよび２Ｄグラフィックのレンダリング加速、ＭＰＥＧ－２／ＭＰＥＧ
－４デコード、ＴＶ出力、または複数のモニタを接続する能力等の種々の機能をもたらし
てもよい。ビデオカードは、制御回路５０４に関連する前述の任意の処理回路であっても
よい。ビデオカードは、制御回路５０４と統合されていてもよい。スピーカ５１４は、ユ
ーザ機器デバイス５００の他の要素との統合として提供されてもよく、または独立型ユニ
ットであってもよい。ディスプレイ５１２上に表示されるビデオおよび他のコンテンツの
オーディオコンポーネントは、スピーカ５１４を通して再生されてもよい。いくつかの実
施形態では、音声は、音声を処理してスピーカ５１４を介して出力する受信機（図示せず
）に配信されてもよい。
【００５３】
　ガイダンスアプリケーションは、任意の好適なアーキテクチャを使用して実装されても
よい。例えば、それは、ユーザ機器デバイス５００上で完全に実装される、独立型アプリ
ケーションであってもよい。そのようなアプローチでは、アプリケーションの命令は、ロ
ーカルに（例えば、記憶装置５０８に）記憶され、アプリケーションが使用するためのデ
ータは、周期的に（例えば、帯域外フィードから、インターネットリソースから、または
別の好適なアプローチを使用して）ダウンロードされる。制御回路５０４は、記憶装置５
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０８からアプリケーションの命令を読み出し、本明細書で議論される表示のいずれかを生
成するための命令を処理してもよい。処理された命令に基づいて、制御回路５０４は、入
力が入力インターフェース５１０から受信されるときにどんなアクションを行うべきかを
判定してもよい。例えば、入力インターフェース５１０が上／下ボタンが選択されたこと
を示すとき、処理された命令によって表示上でのカーソルの上／下への移動が示されても
よい。
【００５４】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、クライアントサー
バベースのアプリケーションである。ユーザ機器デバイス５００上に実装されたシックま
たはシンクライアントによって使用するためのデータは、ユーザ機器デバイス５００の遠
隔にあるサーバに要求を発行することによってオンデマンドで読み出される。クライアン
トサーバベースのガイダンスアプリケーションの一実施例では、制御回路５０４は、遠隔
サーバによって提供されるウェブページを解釈するウェブブラウザを実行する。例えば、
遠隔サーバは、記憶デバイス内にアプリケーションのための命令を記憶してもよい。遠隔
サーバは、回路（例えば、制御回路５０４）を使用して、記憶された命令を処理し、前述
および後述の表示を生成してもよい。クライアントデバイスは、遠隔サーバによって生成
される表示を受信してもよく、表示の内容を機器デバイス５００上でローカルに表示して
もよい。このように、命令の処理は、サーバによって遠隔で行われ、その一方、結果とし
て生じる表示は、機器デバイス５００上にローカルに提供される。機器デバイス５００は
、入力インターフェース５１０を介してユーザからの入力を受信し、対応する表示を処理
して生成するために、それらの入力を遠隔サーバに伝送してもよい。例えば、機器デバイ
ス５００は、上／下ボタンが入力インターフェース５１０を介して選択されたことを示す
通信を遠隔サーバに伝送してもよい。遠隔サーバは、その入力に従って命令を処理し、入
力に対応するアプリケーションの表示（例えば、カーソルを上／下に移動させる表示）を
生成してもよい。生成された表示は、その後、ユーザへの提示のために、機器デバイス５
００に伝送される。
【００５５】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、ダウンロードされ
、インタープリタによって解釈されるか、あるいは（制御回路５０４によって動作させら
れる）仮想マシンによって別の方法で動作させられる。いくつかの実施形態では、ガイダ
ンスアプリケーションは、ＥＴＶバイナリ交換形式（ＥＢＩＦ）でエンコードされ、好適
なフィードの一部として制御回路５０４によって受信されて、制御回路５０４上で動作す
るユーザエージェントによって解釈されてもよい。例えば、ガイダンスアプリケーション
は、ＥＢＩＦアプリケーションであってもよい。いくつかの実施形態では、ガイダンスア
プリケーションは、制御回路５０４によって実行されるローカル仮想マシンまたは他の好
適なミドルウェアによって受信されて動作させられる一連のＪＡＶＡ（登録商標）ベース
のファイルによって定義されてもよい。そのような実施形態のうちのいくつか（例えば、
ＭＰＥＧ－２または他のデジタルメディアエンコードスキームを採用するもの）では、ガ
イダンスアプリケーションは、例えば、番組のＭＰＥＧオーディオおよびビデオパケット
を用いたＭＰＥＧ－２オブジェクトカルーセルにおいてエンコードされて伝送されてもよ
い。
【００５６】
　図５のユーザ機器デバイス５００は、ユーザテレビ機器６０２、ユーザコンピュータ機
器６０４、無線ユーザ通信デバイス６０６、または非携帯型ゲーム機等のコンテンツにア
クセスするために好適な任意の他のタイプのユーザ機器として、図６のシステム６００に
実装することができる。簡単にするために、これらのデバイスは、本明細書では総称して
、ユーザ機器またはユーザ機器デバイスと称されてもよく、前述のユーザ機器デバイスに
実質的に類似してもよい。メディアガイダンスアプリケーションが実装され得るユーザ機
器デバイスは、独立型デバイスとして機能してもよく、またはデバイスのネットワークの
一部であってもよい。デバイスの種々のネットワーク構成が実装されてもよく、以下でさ
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らに詳細に議論されている。
【００５７】
　図５に関連して上述されたシステム特徴のうちの少なくともいくつかを利用するユーザ
機器デバイスは、もっぱら、ユーザテレビ機器６０２、ユーザコンピュータ機器６０４、
または無線ユーザ通信デバイス６０６として分類されている必要はない。例えば、ユーザ
テレビ機器６０２は、いくつかのユーザコンピュータ機器６０４のように、インターネッ
トコンテンツへアクセスすることを可能にするインターネット対応型であってもよく、そ
の一方で、ユーザコンピュータ機器６０４は、テレビ機器６０２のように、テレビ番組へ
アクセスすることを可能にするチューナを含んでもよい。メディアガイダンスアプリケー
ションはまた、種々の異なるタイプのユーザ機器上で同一レイアウトを有してもよく、ま
たはユーザ機器の表示能力に合わせられてもよい。例えば、ユーザコンピュータ機器６０
４上では、ガイダンスアプリケーションは、ウェブブラウザによってアクセスされるウェ
ブサイトとして提供されてもよい。別の実施例では、ガイダンスアプリケーションは、無
線ユーザ通信デバイス６０６用に縮小されてもよい。
【００５８】
　システム６００では、典型的には、各タイプのユーザ機器デバイスが２つ以上存在する
が、図面が複雑になり過ぎることを回避するように、それぞれ１つだけが図６に示されて
いる。加えて、各ユーザは、２つ以上のタイプのユーザ機器デバイスを利用し、しかも各
タイプの２つ以上のユーザ機器デバイスを利用してもよい。
【００５９】
　いくつかの実施形態では、ユーザ機器デバイス（例えば、ユーザテレビ機器６０２、ユ
ーザコンピュータ機器６０４、無線ユーザ通信デバイス６０６）は、「第２の画面デバイ
ス」と称されてもよい。例えば、第２の画面デバイスは、第１のユーザ機器デバイス上に
提示されるコンテンツを補完してもよい。第２の画面デバイス上に提示されるコンテンツ
は、第１のデバイス上に提示されるコンテンツを補完する任意の好適なコンテンツであっ
てもよい。いくつかの実施形態では、第２の画面デバイスは、第１のデバイスの設定およ
び表示の好みを調節するためのインターフェースを提供する。いくつかの実施形態では、
第２の画面デバイスは、他の第２の画面デバイスと情報のやりとりをする、またはソーシ
ャルネットワークと情報のやりとりをするために構成される。第２の画面デバイスは、第
１のデバイスと同一の部屋内に、第１のデバイスと異なる部屋であるが同一の家または建
物内に、もしくは第１のデバイスと異なる建物内に設置され得る。
【００６０】
　ユーザはまた、家庭内デバイスおよび遠隔デバイスにわたって一貫したメディアガイダ
ンスアプリケーション設定を維持するように、種々の設定を行ってもよい。設定は、本明
細書に説明される設定、ならびにお気に入りのチャンネルおよび番組、番組を推奨するた
めにガイダンスアプリケーションが利用する番組の好み、表示の好み、および他の望まし
いガイダンス設定を含む。例えば、ユーザが、オフィスのパソコンで、例えば、ウェブサ
イトｗｗｗ．ａｌｌｒｏｖｉ．ｃｏｍの上で、チャンネルをお気に入りとして設定した場
合、必要であれば、同一のチャンネルが、ユーザの家庭内デバイス（例えば、ユーザテレ
ビ機器およびユーザコンピュータ機器）、ならびにユーザのモバイルデバイス上でお気に
入りとして表示される。したがって、同一または異なるタイプのユーザ機器デバイスであ
るかどうかにかかわらず、１つのユーザ機器デバイス上で行われる変更は、別のユーザ機
器デバイス上のガイダンス体験を変更することができる。加えて、行われる変更は、ユー
ザによる設定入力、ならびにガイダンスアプリケーションによって監視されるユーザ動作
に基づいてもよい。
【００６１】
　ユーザ機器デバイスは、通信ネットワーク６１４に連結されてもよい。すなわち、ユー
ザテレビ機器６０２、ユーザコンピュータ機器６０４、および無線ユーザ通信デバイス６
０６は、それぞれ、通信パス６０８、６１０、および６１２を介して、通信ネットワーク
６１４に連結される。通信ネットワーク６１４は、１つ以上のネットワークであってもよ
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く、１つ以上のネットワークは、インターネット、携帯電話ネットワーク、モバイルボイ
スまたはデータネットワーク（例えば、４ＧまたはＬＴＥネットワーク））、ケーブルネ
ットワーク、公衆交換電話ネットワーク、または他のタイプの通信ネットワーク、もしく
は通信ネットワークの組み合わせを含む。パス６０８、６１０、および６１２は、それぞ
れ別々にまたはそれらの全体で、１つ以上の通信パス、例えば、衛星パス、光ファイバパ
ス、ケーブルパス、インターネット通信をサポートするパス（例えば、ＩＰＴＶ）、フリ
ースペース接続（例えば、放送または他の無線信号用）、もしくは任意の他の好適な有線
または無線通信パス、もしくはそのようなパスの組み合わせ等を含んでもよい。パス６１
２は、図６に示された例示的実施形態において、無線パスであることを示すように破線で
描かれ、パス６０８および６１０は、有線パスであることを示すように実線で描かれてい
る（しかし、これらのパスは、必要に応じて、無線パスであってもよい）。ユーザ機器デ
バイスとの通信は、１つ以上のこれらの通信パスによって提供されてもよいが、図６では
、図面が複雑になり過ぎることを回避するために、単一パスとして示されている。
【００６２】
　通信パスは、ユーザ機器デバイスの間には描かれていないが、これらのデバイスは、相
互に通信パスを介して直接通信してもよく、通信パスは、例えば、パス６０８、６１０、
および６１２に関連して上述されたもの、ならびに他の短距離ポイントツーポイント通信
パス、例えば、ＵＳＢケーブル、ＩＥＥＥ１３９４ケーブル、無線パス（例えば、ブルー
トゥース（登録商標）、赤外線、ＩＥＥＥ８０２－１１ｘ等）等、もしくは有線または無
線パスを介した他の短距離通信である。ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）は、ブルートゥ
ース（登録商標）　エス　アイ　ジー，インク．によって所有される認証マークである。
ユーザ機器デバイスはまた、通信ネットワーク６１４を介した間接的パスを通して、直接
相互に通信してもよい。
【００６３】
　システム６００は、それぞれ、通信パス６２０および６２２を介して通信ネットワーク
６１４に連結されるコンテンツソース６１６およびメディアガイダンスデータソース６１
８を含む。パス６２０および６２２は、パス６０８、６１０、および６１２に関して上述
された通信パスのうちのいずれかを含んでもよい。コンテンツソース６１６およびメディ
アガイダンスデータソース６１８との通信は、１つ以上の通信パスを介して交信されても
よいが、図６では、図面が複雑になり過ぎることを回避するために、単一パスとして示さ
れている。加えて、コンテンツソース６１６およびメディアガイダンスデータソース６１
８のそれぞれが２つ以上あってもよいが、図６では、図面が複雑になり過ぎることを回避
するために、それぞれ１つだけが示されている。（これらのソースのそれぞれの異なるタ
イプを以下で議論する）。必要に応じて、コンテンツソース６１６およびメディアガイダ
ンスデータソース６１８は、１つのソースデバイスとして統合されてもよい。ソース６１
６および６１８と、ユーザ機器デバイス６０２、６０４、ならびに６０６との間の通信は
、通信ネットワーク６１４を通したものとして示されているが、いくつかの実施形態では
、ソース６１６および６１８は、通信パス（図示せず）、例えば、パス６０８、６１０、
並びに６１２に関連して上述されたもの等を介して、ユーザ機器デバイス６０２、６０４
、および６０６と直接通信してもよい。
【００６４】
　コンテンツソース６１６は、１つ以上のタイプのコンテンツ配信機器を含んでいてもよ
く、１つ以上のタイプのコンテンツ配信機器は、テレビ配信施設、ケーブルシステムヘッ
ドエンド、衛星配信施設、番組ソース（例えば、ＮＢＣ、ＡＢＣ、ＨＢＯ等のテレビ放送
会社）、中間配信施設および／またはサーバ、インターネットプロバイダ、オンデマンド
メディアサーバ、および他のコンテンツプロバイダを含む。ＮＢＣは、ナショナル　ブロ
ードキャスティング　カンパニー，インク．によって所有される商標であり、ＡＢＣは、
アメリカン　ブロードキャスティング　カンパニー，インク．によって所有される商標で
あり、ＨＢＯは、ホーム　ボックス　オフィス，インク．によって所有される商標である
。コンテンツソース６１６は、コンテンツの発信元であってもよく、例えば、テレビ放送
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会社、ウェブキャストプロバイダ等であり、またはコンテンツの発信元でなくてもよく、
例えば、オンデマンドコンテンツプロバイダ、ダウンロード用放送番組のコンテンツのイ
ンターネットプロバイダ等である。コンテンツソース６１６は、ケーブルソース、衛星プ
ロバイダ、オンデマンドプロバイダ、インターネットプロバイダ、オーバーザトップコン
テンツプロバイダ、またはコンテンツの他のプロバイダを含んでもよい。コンテンツソー
ス６１６はまた、ユーザ機器デバイスのうちのいずれかからも遠隔の場所にある、異なる
タイプのコンテンツ（ユーザによって選択されるビデオコンテンツを含む）を記憶するた
めに使用される遠隔メディアサーバを含んでもよい。コンテンツの遠隔記憶のためのシス
テムおよび方法であって、遠隔に記憶されたコンテンツをユーザ機器に提供するためのシ
ステムおよび方法は、全体として参照することにより本明細書に組み込まれる、２０１０
年７月２０日出願のＥｌｌｉｓらの米国特許出願第７，７６１，８９２号に関連して、さ
らに詳細に議論されている。
【００６５】
　メディアガイダンスデータソース６１８は、前述のメディアガイダンスデータ等のメデ
ィアガイダンスデータを提供してもよい。メディアガイダンスデータは、任意の好適なア
プローチを使用して、ユーザ機器デバイスに提供されてもよい。いくつかの実施形態では
、ガイダンスアプリケーションは、データフィード（例えば、継続フィードまたはトリク
ルフィード）を介して、番組ガイドデータを受信する独立型双方向テレビ番組ガイドであ
ってもよい。番組スケジューリングデータおよび他のガイダンスデータは、テレビチャン
ネルのサイドバンド上で、帯域内デジタル信号を使用して、帯域外デジタル信号を使用し
て、または任意の他の好適なデータ伝送技術によって、ユーザ機器に提供されてもよい。
番組スケジューリングデータおよび他のメディアガイダンスデータは、複数のアナログま
たはデジタルテレビチャンネル上でユーザ機器に提供されてもよい。
【００６６】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスデータソース６１８からのガイダンスデ
ータは、クライアントサーバアプローチを使用してユーザの機器に提供されてもよい。例
えば、ユーザ機器デバイスは、メディアガイダンスデータをサーバからプルしてもよく、
またはサーバは、メディアガイダンスデータをユーザ機器デバイスにプッシュしてもよい
。いくつかの実施形態では、ユーザの機器上に常駐するガイダンスアプリケーションクラ
イアントは、必要に応じて、例えば、ガイダンスデータが、古くなっているとき、または
ユーザ機器デバイスがデータを受信する要求をユーザから受信したとき、ソース６１８と
セッションを開始し、ガイダンスデータを取得してもよい。メディアガイダンスは、任意
の好適な頻度で（例えば、継続的に、毎日、ユーザ指定周期で、システム指定周期で、あ
るいはユーザ機器からの要求に応答して等）ユーザ機器に提供されてもよい。メディアガ
イダンスデータソース６１８は、ユーザ機器デバイス６０２、６０４、および６０６に、
メディアガイダンスアプリケーション自体、またはメディアガイダンスアプリケーション
のソフトウェア更新を提供してもよい。
【００６７】
　いくつかの実施形態では、メディアガイダンスデータは、視聴者データを含んでもよい
。例えば、視聴者データは、現在および／または履歴ユーザアクティビティ情報（例えば
、ユーザが典型的に見るコンテンツ、ユーザがコンテンツを見る時刻、ユーザがソーシャ
ルネットワークと情報をやりとりするどうか、ユーザがソーシャルネットワークと情報の
やりとりをし、情報をポストする時間、ユーザが典型的に見るコンテンツのタイプ（例え
ば、有料ＴＶまたは無料ＴＶ）、気分、脳の活動情報等）を含んでもよい。メディアガイ
ダンスデータはまた、サブスクライブデータを含んでもよい。例えば、サブスクライブデ
ータは、所与のユーザがどのソースまたはサービスにサブスクライブしているか（加入し
ているか）および／または所与のユーザがどのソースまたはサービスに以前サブスクライ
ブしたが、後にアクセスを打ち切ったか（例えば、ユーザがプレミアムチャンネルにサブ
スクライブしているかどうか、ユーザがプレミアムレベルのサービスを追加したかどうか
、ユーザがインターネット速度を加速させたかどうかなど）を識別してもよい。いくつか
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の実施形態では、視聴者データおよび／またはサブスクライブデータは、１年を上回る周
期の間の所与のユーザのパターンを識別してもよい。メディアガイダンスデータは、所与
のユーザがサービス／ソースへのアクセスを打ち切るであろう可能性を示すスコアを生成
するために使用されるモデル（例えば、残存者モデル）を含んでもよい。例えば、メディ
アガイダンスアプリケーションは所与のユーザが特定のサービスまたはソースへのアクセ
スを打ち切るかどうかの可能性を示す値またはスコアを生成するためのモデルを用いて視
聴者データをサブスクライブデータとともに処理してもよい。特に、より高いスコアは、
ユーザが特定のサービスまたはソースへのアクセスを打ち切るより高いレベルの信頼性を
示し得る。スコアに基づいて、メディアガイダンスアプリケーションは、ユーザがアクセ
スを打ち切る可能性が高いものとしてスコアによって示される特定のサービスまたはソー
スをユーザが維持するように勧誘する宣伝を生成してもよい。
【００６８】
　メディアガイダンスアプリケーションは、例えば、ユーザ機器デバイス上に実装される
独立型アプリケーションであってもよい。例えば、メディアガイダンスアプリケーション
は、記憶装置５０８内に記憶されてユーザ機器デバイス５００の制御回路５０４によって
実行され得るソフトウェアまたは実行可能命令のセットとして実装されてもよい。いくつ
かの実施形態では、メディアガイダンスアプリケーションは、クライアント－サーバアプ
リケーションであってもよく、その場合、クライアントアプリケーションのみユーザ機器
デバイス上に常駐し、サーバアプリケーションは遠隔サーバ上に常駐する。例えば、メデ
ィアガイダンスアプリケーションは、部分的にユーザ機器デバイス５００の制御回路５０
４上にクライアントアプリケーションとして実装され、部分的に遠隔サーバ上に、遠隔サ
ーバの制御回路（例えば、メディアガイダンスデータソース６１８）上で動作するサーバ
アプリケーションとして実装されてもよい。遠隔サーバの制御回路（メディアガイダンス
データソース６１８等）によって実行されると、メディアガイダンスアプリケーションは
、ガイダンスアプリケーション表示を生成し、生成された表示をユーザ機器デバイスに伝
送するように制御回路に命令してもよい。サーバアプリケーションは、メディアガイダン
スデータソース６１８の制御回路に、ユーザ機器上での記憶のためのデータを伝送するよ
うに命令してもよい。クライアントアプリケーションは、受信用ユーザ機器の制御回路に
、ガイダンスアプリケーション表示を生成するように命令してもよい。
【００６９】
　ユーザ機器デバイス６０２、６０４、および６０６に配信されるコンテンツならびに／
またはメディアガイダンスデータは、オーバーザトップ（ＯＴＴ）コンテンツであっても
よい。ＯＴＴコンテンツ配信は、前述の任意のユーザ機器デバイスを含むインターネット
対応型ユーザデバイスが、ケーブルまたは衛星接続を経由して受信されるコンテンツに加
え、前述の任意のコンテンツを含む、インターネットを経由して転送されるコンテンツを
受信することを可能にする。ＯＴＴコンテンツは、インターネットサービスプロバイダ（
ＩＳＰ）によって提供されるインターネット接続を介して配信されるが、第三者も、コン
テンツを配信する。ＩＳＰは、視聴能力、著作権、またはコンテンツの再配信に関与して
いなくてもよく、ＯＴＴコンテンツプロバイダによって提供されるＩＰパケットのみ転送
してもよい。ＯＴＴコンテンツプロバイダの実施例として、ＩＰパケットを介して、オー
ディオおよびビデオを提供する、ＹＯＵＴＵＢＥ（登録商標）、ＮＥＴＦＬＩＸ、および
ＨＵＬＵが挙げられる。Ｙｏｕｔｕｂｅは、グーグル　インク．によって所有される商標
であり、Ｎｅｔｆｌｉｘは、ネットフリックス　インク．によって所有される商標であり
、Ｈｕｌｕは、フールー，ＬＬＣ．によって所有される商標である。ＯＴＴコンテンツプ
ロバイダは、加えて、または代わりに、前述のメディアガイダンスデータを提供してもよ
い。コンテンツおよび／またはメディアガイダンスデータに加え、ＯＴＴコンテンツのプ
ロバイダは、メディアガイダンスアプリケーション（例えば、ウェブベースのアプリケー
ションまたはクラウドベースのアプリケーション）を配信することができ、またはコンテ
ンツは、ユーザ機器デバイス上に記憶されるメディアガイダンスアプリケーションによっ
て表示されることができる。
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【００７０】
　メディアガイダンスシステム６００は、いくつかのアプローチまたはネットワーク構成
を例証することを意図しており、これによって、ユーザ機器デバイスならびにコンテンツ
およびガイダンスデータのソースは、コンテンツにアクセスしてメディアガイダンスを提
供する目的で、相互に通信してもよい。本明細書に説明される実施形態は、これらのアプ
ローチの任意の１つまたは一部において、もしくはコンテンツを配信してメディアガイダ
ンスを提供するための他のアプローチを採用するシステムにおいて、適用されてもよい。
以下の４つのアプローチは、図６の汎用実施例の具体的例証を提供する。
【００７１】
　あるアプローチでは、ユーザ機器デバイスは、ホームネットワーク内で相互に通信して
もよい。ユーザ機器デバイスは、上述された短距離ポイントツーポイント通信方式を介し
て、ホームネットワーク上に提供されるハブまたは他の類似デバイスを通した間接パスを
介して、もしくは通信ネットワーク６１４を介して、直接相互に通信することができる。
１つの家庭内の複数の個人のそれぞれが、ホームネットワーク上の異なるユーザ機器デバ
イスを操作してもよい。結果として、種々のメディアガイダンス情報または設定が、異な
るユーザ機器デバイス間で伝達されることが望ましくあり得る。例えば、２００５年７月
１１日出願のＥｌｌｉｓらの米国特許公開第２００５／０２５１８２７号でさらに詳細に
説明されているように、ホームネットワーク内の異なるユーザ機器デバイス上で、ユーザ
が一貫したメディアガイダンスアプリケーション設定を維持することが望ましくてもよい
。ホームネットワーク内の異なるタイプのユーザ機器デバイスも、相互に通信し、コンテ
ンツを伝送してもよい。例えば、ユーザは、ユーザコンピュータ機器から携帯用ビデオプ
レーヤまたは携帯用音楽プレーヤにコンテンツを伝送してもよい。
【００７２】
　第２のアプローチでは、ユーザは、ユーザがコンテンツにアクセスしてメディアガイダ
ンスを取得するための複数のタイプのユーザ機器を有してもよい。例えば、一部のユーザ
は、家庭内およびモバイルデバイスによってアクセスされるホームネットワークを有して
もよい。ユーザは、遠隔デバイス上に実装されるメディアガイダンスアプリケーションを
介して家庭内デバイスを制御してもよい。例えば、ユーザは、オフィスのパーソナルコン
ピュータ、もしくはＰＤＡまたはウェブ対応携帯電話等のモバイルデバイスを介して、ウ
ェブサイト上のオンラインメディアガイダンスアプリケーションにアクセスしてもよい。
ユーザは、オンラインガイダンスアプリケーション上で種々の設定（例えば、録画、リマ
インダ、または他の設定）を設定して、ユーザの家庭内機器を制御してもよい。オンライ
ンガイドは、直接、またはユーザの家庭内機器上のメディアガイダンスアプリケーション
と通信することによって、ユーザの機器を制御してもよい。ユーザ機器デバイスが互いに
離れた場所にある場合のユーザ機器デバイスの通信のための種々のシステムおよび方法は
、例えば、その全体を参照することにより本明細書に組み込まれる、Ｅｌｌｉｓらの２０
１１年１０月２５日発行の米国特許第８，０４６，８０１号で議論されている。
【００７３】
　第３のアプローチでは、家庭内外のユーザ機器デバイスのユーザは、そのメディアガイ
ダンスアプリケーションを使用することにより、コンテンツソース６１６と直接通信し、
コンテンツにアクセスすることができる。具体的には、家庭内では、ユーザテレビ機器６
０２およびユーザコンピュータ機器６０４のユーザは、メディアガイダンスアプリケーシ
ョンにアクセスし、所望のコンテンツ間をナビゲートし、それを特定してもよい。ユーザ
はまた、無線ユーザ通信デバイス６０６を使用して家庭外のメディアガイダンスアプリケ
ーションにアクセスすることにより、所望のコンテンツ間をナビゲートし、それを特定し
てもよい。
【００７４】
　第４のアプローチでは、ユーザ機器デバイスは、クラウドコンピューティング環境内で
操作し、クラウドサービスにアクセスしてもよい。クラウドコンピューティング環境では
、コンテンツの共有、記憶、または配信のための種々のタイプのコンピューティングサー
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ビス（例えば、ビデオ共有サイトまたはソーシャルネットワーキングサイト）が、「クラ
ウド」と称される、ネットワーク－アクセス可能コンピューティングおよび記憶リソース
の集合によって提供される。例えば、クラウドは、サーバコンピューティングデバイスの
集合を含むことができ、サーバコンピューティングデバイスは、中央または分散場所に位
置することができ、クラウドベースのサービスを種々のタイプのユーザ、および通信ネッ
トワーク６１４を介したインターネットなどのネットワークを介して接続されるデバイス
に提供する。これらのクラウドリソースは、１つ以上のコンテンツソース６１６および１
つ以上のメディアガイダンスデータソース６１８を含んでもよい。加えて、またはその代
わりに、遠隔コンピューティングサイトは、ユーザテレビ機器６０２、ユーザコンピュー
タ機器６０４、および無線ユーザ通信デバイス６０６等の他のユーザ機器デバイスを含ん
でもよい。例えば、他のユーザ機器デバイスは、ビデオの記憶されたコピーまたはストリ
ーミングされたビデオへのアクセスを提供してもよい。そのような実施形態では、ユーザ
機器デバイスは、中心サーバと通信せずに、ピアツーピア方式で動作してもよい。
【００７５】
　クラウドは、ユーザ機器デバイスのために、とりわけ、コンテンツ記憶、コンテンツ共
有、またはソーシャルネットワーキングサービス等のサービスへのアクセス、ならびに前
述の任意のコンテンツへのアクセスを提供する。サービスは、クラウドコンピューティン
グサービスプロバイダを通して、またはオンラインサービスの他のプロバイダを通して、
クラウド内で提供されることができる。例えば、クラウドベースのサービスは、コンテン
ツ記憶サービス、コンテンツ共有サイト、ソーシャルネットワーキングサイト、または他
のサービスを含むことができ、これにより、ユーザ供給コンテンツは、接続されたデバイ
スでの他者による視聴のために配信される。これらのクラウドベースのサービスは、ユー
ザ機器デバイスがコンテンツをローカルに記憶し、ローカルに記憶されたコンテンツにア
クセスするのではなく、コンテンツをクラウドに記憶し、コンテンツをクラウドから受信
することを可能にしてもよい。
【００７６】
　ユーザは、カムコーダ、ビデオモード付きデジタルカメラ、オーディオレコーダ、携帯
電話、およびハンドヘルドコンピューティングデバイス等の種々のコンテンツ捕捉デバイ
スを使用してコンテンツを録画してもよい。ユーザは、例えば、コンテンツ捕捉特徴を有
するユーザコンピュータ機器６０４または無線ユーザ通信デバイス６０６からのいずれか
から直接、クラウド上のコンテンツ記憶サービスにコンテンツをアップロードすることが
できる。その代わりに、ユーザは、最初に、コンテンツをユーザコンピュータ機器６０４
等のユーザ機器デバイスに転送することができる。コンテンツを記憶するユーザ機器デバ
イスは、通信ネットワーク６１４でデータ伝送サービスを使用してコンテンツをクラウド
にアップロードする。いくつかの実施形態では、ユーザ機器デバイス自体がクラウドリソ
ースであり、他のユーザ機器デバイスが、ユーザがコンテンツを記憶したユーザ機器デバ
イスから直接コンテンツにアクセスすることができる。
【００７７】
　クラウドリソースは、例えば、ウェブブラウザ、メディアガイダンスアプリケーション
、デスクトップアプリケーション、モバイルアプリケーション、および／またはそれらの
アクセスアプリケーションの任意の組み合わせを使用して、ユーザ機器デバイスによって
アクセスされてもよい。ユーザ機器デバイスは、アプリケーション配信のためにクラウド
コンピューティングに依拠するクラウドクライアントであってもよく、またはユーザ機器
デバイスは、クラウドリソースへのアクセスを伴わないいくつかの機能性を有してもよい
。例えば、ユーザ機器デバイス上で動作するいくつかのアプリケーションは、クラウドア
プリケーション、すなわち、インターネットを経由してサービスとして配信されるアプリ
ケーションであってもよく、その一方で、他のアプリケーションは、ユーザ機器デバイス
上に記憶されてユーザ機器デバイスで動作してもよい。いくつかの実施形態では、ユーザ
デバイスは、コンテンツを複数のクラウドリソースから同時に受信してもよい。例えば、
ユーザデバイスは、オーディオを１つのクラウドリソースからストリーミングし、その一
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方で、コンテンツを第２のクラウドリソースからダウンロードすることができる。または
、ユーザデバイスは、より効率的ダウンロードのために、コンテンツを複数のクラウドリ
ソースからダウンロードすることができる。いくつかの実施形態では、ユーザ機器デバイ
スは、図４に関連して説明される処理回路によって行われる処理動作等の処理動作のため
に、クラウドリソースを使用することができる。
【００７８】
　図７は、表示のために、双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送するプ
ロンプトを生成するための例証的プロセス７００を描写する。７０２では、メディアガイ
ドアプリケーションは、第１のユーザおよび第２のユーザが第１のデバイス上でメディア
アセットを消費していることを検出し得る（例えば、制御回路５０４を介して）。例えば
、メディアガイドアプリケーションは、ユーザ機器デバイス（例えば、デバイス６０２、
（５０４、または６０６）上に常駐してもよい。ユーザ機器デバイスは、カメラを含んで
もよい。メディアガイドアプリケーションは、カメラをアクティブ化し、ユーザ機器デバ
イスが位置する部屋を撮影してもよい。カメラは、画像を処理し（例えば、処理回路５０
６を使用して）、部屋内の人々を検出してもよい。メディアガイドアプリケーションは、
部屋内の人々を検出する方法として、縁検出を使用してもよい。いくつかの実施形態では
、メディアガイドアプリケーションは、顔認識アルゴリズムを実行し、メディアアセット
を消費しているユーザ（例えば、ユーザ１０２およびユーザ１０４）を識別してもよい。
いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、検出のために、画像を遠
隔サーバ（例えば、メディアコンテンツソース６１６におけるサーバおよび／またはメデ
ィアガイドデータソース６１８におけるサーバ）に伝送してもよいことに留意されたい。
いくつかの実施形態では、遠隔サーバもまた、メディアアセットを消費しているユーザ（
例えば、図１のユーザ１０３および１０４）を識別してもよい。
【００７９】
　７０４では、メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザ（例えば、図１のユー
ザ１０４）から、第１のデバイス上で双方向特徴をアクティブ化するためのコマンドを受
信し（例えば、制御回路５０４を介して）、それによって、第１のユーザによるメディア
アセットの消費を中断させてもよい。例えば、メディアガイドアプリケーションは、音声
認識モジュールを含んでもよく、ユーザは、コマンドを発話することができる。メディア
ガイドアプリケーションは、ユーザ入力インターフェース５１０を介して、コマンドを受
信し、コマンドを双方向特徴をアクティブ化するための要求として識別してもよい。メデ
ィアガイドアプリケーションはまた、コマンドを遠隔制御または任意の他の入力デバイス
から受信してもよい。例えば、ユーザは、関連付けられた製品を画面（例えば、図１の画
面２００）上で選択することによって、双方向特徴をアクティブ化してもよい。メディア
ガイドアプリケーションは、ユーザ１０４が発話している間、カメラによって撮影された
画像を分析することによって、コマンドがユーザ１０４から生じたことを判定してもよい
。
【００８０】
　７０６では、メディアガイドアプリケーションは、双方向特徴をアクティブ化するため
のコマンドの受信に応答して、第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイルのデー
タとメディアアセットのメタデータを比較し（例えば、制御回路５０４を介して）、メデ
ィアアセットが第１のユーザにとって関心があるかどうかを判定してもよく、比較に基づ
いて、メディアアセットと関連付けられたメタデータが第１のプロファイルのデータに合
致することを判定してもよい（例えば、制御回路５０４を介して）。例えば、メディアガ
イドアプリケーションが、双方向特徴をアクティブ化するためのコマンドを受信すると、
メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイル
を読み出してもよい。メディアガイドアプリケーションは、アクション７０２の間の検出
中に発見されたユーザの識別を使用して、関連付けられたユーザプロファイルを検索して
もよい。加えて、または代替として、メディアガイドアプリケーションは、正しいプロフ
ァイルを見出すために、検出の間に撮影されたユーザの画像を使用して、それらの画像と
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ユーザのプロファイル内のユーザ写真を比較してもよい。ユーザプロファイルは、記憶装
置５０８内に、またはメディアコンテンツソース６１６もしくはメディアガイドデータソ
ース６１８の一部として、サーバ上に記憶されてもよい。いくつかの実施形態では、メデ
ィアガイドアプリケーションは、メディアガイドデータソース６１８および／またはメデ
ィアコンテンツソース６１６に移動する前に、最初に、プロファイルをローカルで（例え
ば、記憶装置５０８内で）識別することを試みてもよい。メディアガイドアプリケーショ
ンは、任意の順序で検索を実施してもよいことに留意されたい。
【００８１】
　正しいプロファイルの識別に応じて、メディアガイドアプリケーションは、そのプロフ
ァイルを読み出し（例えば、制御回路５０４を介して）、そのプロファイルから関連付け
られたメタデータを読み出してもよい。メディアガイドアプリケーションは、メディアア
セットのメタデータを、記憶装置５０８、メディアコンテンツソース６１６、および／ま
たはメディアガイドデータソース６１８から読み出してもよい。いくつかの実施形態では
、メディアガイドアプリケーションは、メディアコンテンツソース６１６およびメディア
ガイドデータソース６１８に移動する前に、最初に、メタデータを記憶装置５０８から読
み出すように試みてもよい。比較を実施するために、メディアガイドアプリケーションは
、ユーザのプロファイルから、ユーザにとって関心があるコンテンツのタイプを示すキー
ワードを読み出し、それらのキーワードとメディアアセットのメタデータ内のテキストデ
ータを比較してもよい。少なくとも１つのキーワードが合致する場合、メディアガイドア
プリケーションは、メタデータが第１のユーザのプロファイルに合致することを判定して
もよい。いくつかの実施形態では、合致が行われるために、１つを上回るキーワードが、
合致される必要があり得る、またはキーワードのあるパーセンテージが、合致されなけれ
ばならない。
【００８２】
　いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、ユーザのプロファイル
内のデータからユーザの関心を推定してもよい。例えば、ユーザのプロファイルは、ユー
ザがある期間にわたって消費したメディアアセットのリストを含んでもよい。メディアガ
イドアプリケーションは、それらのメディアアセットまたはそれらのメディアアセットの
少なくとも一部の共通特性（例えば、ジャンル）を判定してもよい。メディアガイドアプ
リケーションは、メディアアセットと関連付けられたメタデータがユーザのプロファイル
内のデータに合致するかどうかを判定するために、それらの特性とメディアアセットのメ
タデータを比較してもよい。
【００８３】
　７０８では、メディアアセットと関連付けられたメタデータが第１のプロファイルのデ
ータに合致することの判定に応答して、メディアガイドアプリケーションは、（１）双方
向特徴が第１のデバイス上でアクティブである期間を追跡するタイマをアクティブ化して
もよく（例えば、制御回路５０４を介して）、（２）双方向特徴がアクティブである期間
が閾値を上回ることを判定してもよい（例えば、制御回路５０４を介して）。例えば、メ
ディアガイドアプリケーションが、第１のユーザがメディアアセットに関心があることを
判定する場合、メディアガイドアプリケーションは、双方向特徴がアクティブ化された時
間を示す、開始時間を記憶してもよい。メディアガイドアプリケーションはまた、第１の
ユーザが苛立ち得る期間（例えば、１分）を示す、閾値を読み出してもよい。いくつかの
実施形態では、本期間は、特定のユーザと関連付けられ、異なるユーザに対して異なり得
る。いくつかの実施形態では、期間は、プロバイダまたは各具体的ユーザによって設定さ
れてもよい。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、閾値は、生成され、具体的ユーザ（例えば、第１のユーザ）
と関連付けられたプロファイル内に記憶されてもよく、メディアガイドアプリケーション
によって、そのプロファイルから読み出されてもよい。メディアガイドアプリケーション
は、双方向特徴がアクティブ化された時間を現在の時間から減算し、それと閾値を比較す
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ることによって、閾値が満たされるかどうかを判定してもよい。加えて、または代替とし
て、メディアガイドアプリケーションは、従来のタイマを保ち（例えば、双方向特徴がア
クティブ化されてからの経過時間を追跡する）、その値と閾値を比較してもよい。
【００８５】
　メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザが広告を無視し始めたことを検出し
てもよい。例えば、メディアガイドアプリケーションは、カメラおよび画像処理を使用し
て、ユーザがある時間量にわたってコマーシャルから眼を逸らしたことを検出してもよい
。メディアガイドアプリケーションは、メディアが広告によって中断された第１の時間と
第１のユーザが広告を無視し始めた第２の時間との間の期間に基づいて、閾値を生成して
もよい。例えば、メディアガイドアプリケーションが、コマーシャルの開始とユーザがそ
の眼を逸らした時間との間で３０秒が経過したことを検出する場合、メディアガイドアプ
リケーションは、３０秒の閾値を生成してもよい。いくつかの実施形態では、本プロセス
は、複数回、繰り返されてもよく、平均閾値時間が、生成され、より正確な結果を得ても
よい。
【００８６】
　７１０では、期間が閾値を上回ることの判定に応答して、メディアガイドアプリケーシ
ョンは、（１）第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別してもよく（例えば
、制御回路５０４を介して）、（２）（例えば、制御回路５０４を介して、ディスプレイ
５１２上で）第２のユーザに、双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送す
る選択可能オプションをプロンプトしてもよい。
【００８７】
　いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、以下のアクションによ
って、第２のユーザと関連付けられた第２のデバイスを識別してもよい。メディアガイド
アプリケーションは、複数のアクセス可能デバイスを検出してもよい。例えば、メディア
ガイドアプリケーションは、デバイスが近傍の他の無線デバイスを検出することを可能に
する、無線ネットワークカードを含む、デバイス上に常駐し得る。メディアガイドアプリ
ケーションは、それらのデバイスを検出し、アクセス可能であるかどうか（例えば、メデ
ィアガイドアプリケーションのインスタンスがそれらのデバイス上で起動しているかどう
か）を判定してもよい。いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、
無線ネットワークカードを使用して、無線ネットワーク（例えば、ＷＩＦＩネットワーク
）に接続して、無線ネットワーク上でアクセス可能デバイスを検出してもよい。加えて、
または代替として、メディアガイドアプリケーションは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）ネットワークを経由してアクセス可能なデバイスを検出してもよい。
【００８８】
　メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザと関連付けられた第２のユーザプロ
ファイルに基づいて、複数のアクセス可能デバイスのうちのデバイスが第２のユーザと関
連付けられることを判定し、デバイスを第２のデバイスとして識別してもよい。例えば、
各ユーザのプロファイルは、そのユーザと関連付けられたデバイスのリストを有してもよ
い。デバイスのリストは、デバイス識別（例えば、ハードウェアアドレス）を含んでもよ
い。メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザと関連付けられたプロファイル内
のハードウェアアドレスと検出されたアクセス可能デバイスのハードウェアアドレスを比
較してもよい。メディアガイドアプリケーションが、合致が見出されることを判定する場
合、メディアガイドアプリケーションは、合致されたデバイスを第２のデバイスとして識
別してもよい。
【００８９】
　いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、図１に関連して説明さ
れるように、プロンプトを生成してもよい。いくつかの実施形態では、メディアガイドア
プリケーションは、第２のユーザに、双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに
転送する選択可能オプションをプロンプトするとき、第２のユーザに第２のデバイス上で
プロンプトしてもよい。例えば、メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザと関
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連付けられた電子タブレット（例えば、図２の電子タブレット）上でプロンプトを生成し
てもよい。電子タブレットは、無線ユーザ通信デバイス６０６として識別されてもよい。
【００９０】
　図７の説明は、本開示の任意の他の実施形態と併用されてもよいことが検討される。加
えて、図７のプロセスに関連して説明される説明は、代替順序で、または並行して実施さ
れ、本開示の目的を促してもよい。さらに、図７のプロセスは、適切に構成されるソフト
ウェアおよびハードウェアの組み合わせ上に実装されてもよく、図１－２および５－６に
関連して議論されるデバイスまたは機器のいずれかが、プロセスの１つまたはそれを上回
る部分を実装するために使用され得ることに留意されたい。さらに、プロセス７００のス
テップは、プロセス８００および９００の任意のステップと併せて使用されてもよい。プ
ロセス７００のステップは、省略される、またはプロセス８００もしくは９００の任意の
ステップと置換されてもよい。
【００９１】
　図８は、第１のユーザが再生されているメディアアセットに関心があるかどうかを判定
することに関わる例証的プロセス８００を描写する。８０２では、メディアガイドアプリ
ケーションは、第１のユーザおよび第２のユーザが第１のデバイス上でメディアアセット
を消費していることを検出し得る（例えば、制御回路５０４を介して）。アクション８０
２は、図７に関連して説明されるアクション７０２と同一様式で実施されてもよい。８０
４では、メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザから、第１のデバイス上で双
方向特徴をアクティブ化するためのコマンドを受信し得る（例えば、ユーザ入力インター
フェース５１０から制御回路５０４を介して）。アクション８０４は、図７に関連して説
明されるアクション７０４と同一様式で実施されてもよい。
【００９２】
　８０６では、メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザを識別してもよい（例
えば、制御回路５０４を介して）。メディアガイドアプリケーションは、正しいプロファ
イルを見出すために、カメラによって撮影されたユーザの画像を使用して、それらの画像
とユーザのプロファイル内のユーザ写真を比較してもよい。ユーザプロファイルは、記憶
装置５０８内に、またはメディアコンテンツソース６１６もしくはメディアガイドデータ
ソース６１８のサーバ部分上に記憶されてもよい。いくつかの実施形態では、メディアガ
イドアプリケーションは、メディアガイドデータソース６１８および／またはメディアコ
ンテンツソース６１６に移動する前に、最初に、プロファイルをローカルで（例えば、記
憶装置５０８内で）識別することを試みてもよい。メディアガイドアプリケーションは、
任意の順序で検索を実施してもよいことに留意されたい。
【００９３】
　８０８では、メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザが関連付けられたプロ
ファイルを有するかどうかを判定してもよい（例えば、制御回路５０４を介して）。第１
のユーザが、関連付けられたプロファイルを有していない場合、プロセス８００は、ステ
ップ８２０に進む。８２０では、メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザのた
めの新しいプロファイルを作成してもよい（例えば、制御回路５０４を介して）。メディ
アガイドアプリケーションは、新しいプロファイルを記憶装置５０８内に記憶してもよい
。加えて、または代替として、メディアガイドアプリケーションは、新しいプロファイル
をメディアコンテンツソース６１６および／またはメディアガイドデータソース６１８に
記憶してもよい。プロファイルが作成された後、プロセス８００は、８１８に進む。
【００９４】
　第１のユーザが、関連付けられたプロファイルを有する場合、プロセス８００は、８１
０に進み、メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザと関連付けられた第１のプ
ロファイルを読み出してもよい（例えば、制御回路５０４を介して）。メディアガイドア
プリケーションは、第１のプロファイルを、記憶装置５０８、メディアコンテンツソース
６１６、またはメディアガイドデータソース６１８から読み出してもよい。
【００９５】
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　８１２では、メディアガイドアプリケーションは、メディアアセットと関連付けられた
メタデータを読み出してもよい（例えば、制御回路５０４を介して）。メディアガイドア
プリケーションは、メディアアセットのメタデータを、記憶装置５０８、メディアコンテ
ンツソース６１６、および／またはメディアガイドデータソース６１８から読み出しても
よい。いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、メディアコンテン
ツソース６１６およびメディアガイドデータソース６１８に移動する前に、最初に、メタ
データを記憶装置５０８から読み出すことを試みてもよい。
【００９６】
　８１４では、メディアガイドアプリケーションは、メディアアセットと関連付けられた
メタデータが第１のプロファイルのデータに合致するかどうかを判定してもよい（例えば
、制御回路５０４を介して）。メディアガイドアプリケーションは、ユーザのプロファイ
ルから、ユーザにとって関心があるコンテンツのタイプを示すキーワードを読み出し、そ
れらのキーワードとメディアアセットのメタデータ内のテキストデータを比較してもよい
。少なくとも１つのキーワードが合致する場合、メディアガイドアプリケーションは、メ
タデータが第１のユーザのプロファイルに合致することを判定してもよい。いくつかの実
施形態では、合致が行われるために、１つを上回るキーワードが、合致される必要があり
得る、またはキーワードのあるパーセンテージが、合致されなければならない。
【００９７】
　いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、ユーザのプロファイル
内のデータからユーザの関心を推定してもよい。例えば、ユーザのプロファイルは、ユー
ザがある期間にわたって消費したメディアアセットのリストを含んでもよい。メディアガ
イドアプリケーションは、それらのメディアアセットまたはそれらのメディアアセットの
少なくとも一部の共通特性（例えば、ジャンル）を判定してもよい。メディアガイドアプ
リケーションは、メディアアセットと関連付けられたメタデータがユーザのプロファイル
内のデータに合致するかどうかを判定するために、それらの特性とメディアアセットのメ
タデータを比較してもよい。
【００９８】
　メディアアセットと関連付けられたメタデータが第１のプロファイルのデータに合致し
ない場合、プロセス８００は、８１６に移動し、メディアガイドアプリケーションは、合
致が識別されなかったことのメッセージを伝送する（例えば、制御回路５０４を介してＩ
／Ｏパス５０２を通して）。本メッセージは、プロセス８００が終了すべきことを示す、
システムメッセージであってもよい。メディアアセットと関連付けられたメタデータが第
１のプロファイルのデータに合致する場合、プロセス８００は、８１８に進む。プロセス
９００が、本時点で処理を引き継ぐ。
【００９９】
　図８の説明は、本開示の任意の他の実施形態と併用されてもよいことが検討される。加
えて、図８のプロセスに関連して説明される説明は、代替順序で、または並行して実施さ
れ、本開示の目的を促してもよい。さらに、図８のプロセスは、適切に構成されるソフト
ウェアおよびハードウェアの組み合わせ上に実装されてもよく、図１－２および５－６に
関連して議論されるデバイスまたは機器のいずれかが、プロセスの１つまたはそれを上回
る部分を実装するために使用され得ることに留意されたい。さらに、プロセス８００のス
テップは、プロセス７００および９００の任意のステップと併せて使用されてもよい。プ
ロセス８００のステップは、省略される、またはプロセス７００もしくは９００の任意の
ステップと置換されてもよい。
【０１００】
　図９は、閾値時間に基づいて、双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送
するプロンプトを生成するための例証的プロセス９００を描写する。９０２では、メディ
アガイドアプリケーションは、双方向特徴が第１のデバイス上でアクティブである期間を
追跡するタイマをアクティブ化してもよい（例えば、制御回路５０４を介して）。例えば
、メディアガイドアプリケーションは、双方向特徴がアクティブ化された時間を示す、開
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始時間を記憶し、後に、記憶された時間と将来の現在の時間を比較し、双方向特徴がアク
ティブである期間を追跡してもよい。加えて、または代替として、メディアガイドアプリ
ケーションは、タイマを０から開始し、時間が経過するにつれて、値を更新してもよい。
【０１０１】
　９０４では、メディアガイドアプリケーションは、閾値を第１のユーザと関連付けられ
た第１のプロファイルから読み出してもよい（例えば、制御回路５０４を介して）。例え
ば、メディアガイドアプリケーションは、記憶装置５０８内にローカルで、またはメディ
アガイドデータソース６１８もしくはメディアコンテンツソース６１６に遠隔で記憶され
るプロファイルから、閾値を読み出してもよい。９０６では、メディアガイドアプリケー
ションは、タイマ上の現在の経過時間と閾値を比較する（例えば、制御回路５０４を介し
て）。本プロセスは、図７のプロセス７００に関連して説明されるように実装されてもよ
い。９０８では、メディアガイドアプリケーションは、閾値が経過時間を上回るまたはそ
れと等しいかどうかを判定してもよい（例えば、制御回路５０４を介して）。閾値が、経
過時間を上回らないまたはそれと等しい場合、プロセス９００は、ステップ９０６に進み
、比較が再び行われる。閾値が、経過時間を上回るまたはそれと等しい場合、プロセス９
００は、９１０に進む。
【０１０２】
　９１０では、メディアガイドアプリケーションは、第２のユーザと関連付けられた第２
のデバイスを識別してもよい（例えば、制御回路５０４を介して）。９１２では、メディ
アガイドアプリケーションは、第２のユーザに、双方向特徴を第１のデバイスから第２の
デバイスに転送する選択可能オプションをプロンプトする（例えば、制御回路５０４を介
して）。アクション９１０および９１２は、図７のアクション７１０と同様に実施されて
もよい。
【０１０３】
　図９の説明は、本開示の任意の他の実施形態と併用されてもよいことが検討される。加
えて、図９のプロセスに関連して説明される説明は、代替順序で、または並行して実施さ
れ、本開示の目的を促してもよい。さらに、図９のプロセスは、適切に構成されるソフト
ウェアおよびハードウェアの組み合わせ上に実装されてもよく、図１－２および５－６に
関連して議論されるデバイスまたは機器のいずれかが、プロセスの１つまたはそれを上回
る部分を実装するために使用され得ることに留意されたい。さらに、プロセス９００のス
テップは、プロセス７００および８００の任意のステップと併せて使用されてもよい。プ
ロセス９００のステップは、省略される、またはプロセス７００もしくは８００の任意の
ステップと置換されてもよい。
【０１０４】
　いくつかの実施形態では、（例えば、第１のユーザがメディアアセットに関心がないイ
ンスタンスでは）タイマをアクティブ化することを止めることが有用であり得る。具体的
には、メディアアセットと関連付けられたメタデータが第１のプロファイルのデータに合
致しないことの判定に応答して、メディアガイドアプリケーションは、タイマをアクティ
ブ化することを止め、第２のユーザに、双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイス
に転送する選択可能オプションをプロンプトすることを止めてもよい。
【０１０５】
　いくつかの実施形態では、例えば、第１のユーザが双方向特徴に関心があるため、閾値
をデフォルトから増加させることが有用であり得る。メディアガイドアプリケーションは
、第１のユーザと関連付けられた第１のプロファイル内のデータに基づいて、第１のユー
ザが双方向特徴に関心があることを判定してもよい。メディアガイドアプリケーションは
、双方向特徴と関連付けられたメタデータを読み出してもよい。メディアガイドアプリケ
ーションは、記憶装置５０８、メディアコンテンツソース６１６、またはメディアガイド
データソース６１８からメタデータを読み出してもよい。いくつかの実施形態では、メデ
ィアガイドアプリケーションは、最初に、メタデータを記憶装置５０８から、その後、メ
ディアコンテンツソース６１６およびメディアガイドデータソース６１８から読み出すこ
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とを試みてもよい。
【０１０６】
　メディアガイドアプリケーションは、判定に基づいて、閾値を増加させてもよい。例え
ば、閾値が３０秒である場合、メディアガイドアプリケーションは、それを２倍にして１
分にしてもよい。増加率（例えば、２倍）は、サービスプロバイダによって判定されても
よく、ユーザによって修正されてもよい。
【０１０７】
　いくつかの実施形態では、閾値は、広告、おそらく、ユーザが関心がないコンテンツを
見ているとき、具体的ユーザが苛立つ速さを監視することによって生成されてもよい。具
体的には、メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザによって現在消費されてい
るメディアが広告によって中断されていることを判定し得る。メディアガイドアプリケー
ションは、画像処理、ブランクフレーム検出、および他の方法等の種々の方法によって、
本判定を行ってもよい。メディアガイドアプリケーションは、広告の開始と関連付けられ
た時間を記憶してもよい。メディアガイドアプリケーションは、例えば、前述のように、
ユーザの眼がメディアアセットから逸れていることを追跡することによって、第１のユー
ザが広告を無視し始めたことを検出してもよい。メディアガイドアプリケーションが、ユ
ーザが広告から眼を逸らしていることを判定すると、メディアガイドアプリケーションは
、ユーザが眼を逸らした時間を記憶してもよい。
【０１０８】
　メディアガイドアプリケーションは、メディアが広告によって中断された第１の時間と
第１のユーザが広告を無視し始めた第２の時間との間の期間に基づいて、閾値を生成して
もよい。例えば、メディアガイドアプリケーションは、広告が開始した時間をユーザがそ
の眼を広告から逸らした時間から減算してもよい。いくつかの実施形態では、メディアガ
イドアプリケーションは、広告が開始した時間を記憶する代わりに、またはそれに加え、
タイマを開始し、次いで、ユーザがその眼をメディアアセットから逸らしたとき、タイマ
を停止してもよい。メディアガイドアプリケーションは、タイマに基づいて、閾値を生成
してもよい。
【０１０９】
　いくつかの実施形態では、第１のユーザがメディアアセットを無視している場合、ユー
ザに、双方向特徴を第１のデバイスに逆転送するようにプロンプトすることが有用であり
得る。メディアガイドアプリケーションは、選択可能オプションのユーザ選択を受信して
もよい。メディアガイドアプリケーションは、例えば、遠隔制御または別の好適なデバイ
スから、ユーザ入力インターフェース５１０を通して、ユーザ選択を受信してもよい。
【０１１０】
　メディアガイドアプリケーションは、双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイス
に転送してもよい。例えば、メディアガイドアプリケーションは、図１のオーバーレイ１
０６および１１０をユーザ機器１０８と関連付けられた画面から除去し、消費されている
メディアアセットを継続してもよい。メディアガイドアプリケーションは、コンテンツを
第２のデバイスにストリーミングしてもよい（例えば、無線ネットワークを通して）。い
くつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、双方向特徴と関連付けられ
たコンテンツを第１のデバイスからストリーミングしてもよい。いくつかの実施形態では
、メディアガイドアプリケーションは、双方向特徴をメディアコンテンツソース６１６ま
たはメディアガイドデータソース６１８と関連付けられたホームサーバまたは遠隔サーバ
からストリーミングしてもよい。
【０１１１】
　メディアガイドアプリケーションは、第１のユーザがメディアアセットを無視している
ことを検出し得る。例えば、メディアガイドアプリケーションは、カメラおよび縁検出ア
ルゴリズムを使用することによって、ユーザが、メディアアセットを再生しているデバイ
スの方向を見ていないことを判定し得る。いくつかの実施形態では、メディアガイドアプ
リケーションは、メディアガイドアプリケーションが常駐する、ユーザデバイス（例えば
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、デバイス６０２、６０４、または６０６）上で検出を行ってもよい。いくつかの実施形
態では、メディアガイドアプリケーションは、画像を遠隔サーバ（例えば、メディアコン
テンツソース６１６および／またはメディアガイドデータソース６１８におけるサーバ）
に伝送し、サーバが画像分析を実施し、ユーザがメディアアセットを無視していることを
検出することを要求してもよい。
【０１１２】
　第１のユーザがメディアアセットを無視していることの検出に応答して、メディアガイ
ドアプリケーションは、表示のために、双方向特徴を第２のデバイスから第１のデバイス
に逆転送する選択可能オプションを生成してもよい。選択可能オプションは、表示のため
に、元々の双方向特徴を第１のデバイスから第２のデバイスに転送する選択可能オプショ
ンと同一様式で生成されてもよい。選択可能オプションは、表示のために、第１のデバイ
ス（例えば、図１のデバイス）または第２のデバイス（例えば、図２のデバイス）上で生
成されてもよい。
【０１１３】
　いくつかの実施形態では、メディアガイドアプリケーションは、以下のアクションを行
い、第１のユーザがメディアアセットを無視していることを検出してもよい。メディアガ
イドアプリケーションは、ユーザの眼がメディアアセットの方向に向いていないことを検
出してもよい。メディアガイドアプリケーションは、カメラを使用することによって、検
出を実施してもよい。メディアガイドアプリケーションは、縁検出を使用して、画像内の
異なるユーザを検出し、ユーザの顔特徴およびユーザの眼（例えば、視認方向）に基づい
て、ユーザの眼がメディアアセットの方向に向いていないことを判定してもよい。
【０１１４】
　メディアガイドアプリケーションは、ユーザの眼がメディアアセットの方向に向いてい
ない期間を追跡するタイマをアクティブ化してもよい。メディアガイドアプリケーション
はまた、カメラを使用して、追跡を実施する。メディアガイドアプリケーションは、タイ
マに基づいて、ユーザの眼がメディアアセットの方向に向いていない期間が閾値を上回る
ことを判定してもよい。例えば、ユーザが短期間（例えば、５秒）にわたってメディアア
セットから眼を逸らしている場合、第１のユーザがメディアアセットを無視していること
を検出することは有用ではあり得ない。しかしながら、ユーザが実質的時間量（例えば、
３分）にわたって眼を逸らしている場合、ユーザがメディアアセットを無視していること
を検出することが有用であり得る。判定に基づいて、メディアガイドアプリケーションは
、ユーザがメディアアセットを無視していることを検出してもよい。
【０１１５】
　いくつかの実施形態では、例えば、メディアガイドアプリケーションが、アクセス可能
デバイスが第２のユーザのために見出されることができないことを判定すると、ユーザに
、双方向特徴を第１のユーザと関連付けられたデバイスに転送するようにプロンプトする
ことが有用であり得る。メディアガイドアプリケーションは、複数のアクセス可能デバイ
スを検出してもよい。メディアガイドアプリケーションは、プロセス７００のアクション
７１０に関連して説明されるものと同一様式で検出を実施してもよい。
【０１１６】
　メディアガイドアプリケーションは、複数のアクセス可能デバイスのうちの第１のアク
セス可能デバイスが第１のユーザと関連付けられることを判定してもよい。メディアガイ
ドアプリケーションは、プロセス７００のアクション７１０に関連して説明されるものと
同一様式で検出を実施してもよい。メディアガイドアプリケーションは、第１のアクセス
可能デバイス上での表示のために、双方向特徴を第１のアクセス可能デバイスに転送する
プロンプトを生成してもよい。これは、図２のプロンプト２０４に類似するプロンプトで
あってもよい。
【０１１７】
　本開示の前述の実施形態は、限定ではなく、例証目的のために提示され、本開示は、続
く請求項によってのみ限定される。さらに、いずれか１つの実施形態で説明される特徴お
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よび制限は、本明細書の任意の他の実施形態に適用され得、一実施形態に関するフローチ
ャートまたは実施例は、好適な様式で任意の他の実施形態と組み合わせられ、異なる順序
で行われ、または並行して行われ得ることに留意されたい。加えて、本明細書で説明され
るシステムおよび方法は、リアルタイムで行われてもよい。また、上記で説明されるシス
テムおよび／または方法は、他のシステムならびに／もしくは方法に適用され、またはそ
れらに従って使用され得ることにも留意されたい。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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